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税務訴訟資料 第２６２号－２５４（順号１２１０４） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（町田税務署長） 

平成２４年１２月４日一部認容・控訴 

判 決

原告 株式会社Ａ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 伊藤 茂昭 

古川 和典 

白沢 勇樹 

伊藤茂昭訴訟復代理人弁護士 太田 孝彦 

被告 国 

同代表者法務大臣 滝 実 

処分行政庁 町田税務署長 

前原 真一 

同指定代理人 関根 英恵 

森本 利佳 

長田 光弘 

清水 一夫 

田中 正美 

中藤 修治 

主 文

１ 町田税務署長が原告の平成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの事業年度の法人税

について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち所得金額１億０５７１万９３３３円及

び納付すべき税額２７１４万５８００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定のうち４５

６万４０００円を超える部分を取り消す。 

２ 町田税務署長が原告の平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日までの課税期間における

消費税及び地方消費税について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち納付すべき消費

税額２３７万１８００円及び納付すべき譲渡割額５９万２９００円を超える部分並びに過少申告

加算税の賦課決定処分のうち４万２０００円を超える部分を取り消す。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 主位的請求 

(1) 町田税務署長が原告の平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日までの事業年度の法
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人税について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち所得金額マイナス１３１０万

４３１０円を超える部分及び納付すべき税額マイナス４０３万８９５０円を超える部分並び

に過少申告加算税賦課決定を取り消す。 

(2) 町田税務署長が原告の平成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの事業年度の法

人税について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち納付すべき税額マイナス１８

５０万１９０６円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。 

(3) 主文第２項同旨 

２ 予備的請求 

(1) 町田税務署長が原告の平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日までの事業年度の法

人税について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち所得金額マイナス１３１０万

４３１０円を超える部分及び納付すべき税額マイナス４０３万８９５０円を超える部分並び

に過少申告加算税賦課決定を取り消す。 

(2) 町田税務署長が原告の平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日までの課税期間にお

ける消費税及び地方消費税について平成２１年３月３１日付けでした更正処分のうち消費税

の差引税額２４０万４２００円及び地方消費税の譲渡割額６０万１０００円を超える部分並

びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち４万６０００円を超える部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）の株式を保有していた原告が、Ｂと株式会社Ｃ（以

下「Ｃ」という。）との間で株式交換契約が締結された際、Ｂに対して平成１８年法律第８７号

による改正前の商法（以下「旧商法」という。）３５５条１項に基づく反対株主の株式買取請求

権を行使して、原告保有のＢの株式（以下「本件Ｂ株式」という。）を譲渡（以下「本件株式譲

渡」という。）したことから、本件株式譲渡の対価の額（以下「本件株式譲渡価額」という。）の

一部は法人税法（平成１８年法律第１０号による改正前のものをいう。以下同じ。）２４条１項

４号の自己株式の取得として同法２３条１項１号の配当等の額とみなされる（以下、配当等の額

とみなされる金額を「みなし配当額」という。）として、同条１項の各事業年度の所得の金額の

計算上、益金の額に算入しないことができる旨の規定（以下、同項の規定を「受取配当金の益金

不算入規定」という。）を適用して確定申告をしたところ、処分行政庁から、本件株式譲渡の対

象は本件Ｂ株式ではなく株式交換により割り当てられたＣの株式（以下「本件Ｃ株式」という。）

であるからみなし配当額は発生せず、本件株式譲渡による譲渡利益又は譲渡損失（以下「譲渡損

益」という。）を益金又は損金の額に算入すべき時期は、原告が確定申告をした事業年度よりも

１期前の事業年度であるとして、平成１８年５月期（平成１７年６月１日から平成１８年５月３

１日までの事業年度をいい、以下、他の事業年度についても同様の表現をする。）及び平成１９

年５月期の法人税の各更正処分（以下、平成１８年５月期の法人税の更正処分を「平成１８年５

月期法人税更正処分」、平成１９年５月期の法人税の更正処分を「平成１９年５月期法人税更正

処分」、法人税の各更正処分を併せて「本件法人税各更正処分」という。）及び過少申告加算税の

各賦課決定処分（以下、平成１８年５月期の法人税の過少申告加算税の賦課決定処分を「平成１

８年５月期法人税賦課決定処分」、平成１９年５月期の法人税の過少申告加算税の賦課決定処分

を「平成１９年５月期法人税賦課決定処分」、法人税の各賦課決定処分を併せて「本件法人税各

賦課決定処分」といい、本件法人税各更正処分と本件法人税各賦課決定処分を併せて、以下「本

件法人税各更正処分等」という。）並びに平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日までの
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課税期間（以下「本件課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）

の更正処分（以下「本件消費税等更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以

下「本件消費税等賦課決定処分」といい、本件消費税等更正処分と併せて以下「本件消費税等更

正処分等」といい、本件法人税各更正処分等と本件消費税等更正処分等を併せて「本件各処分」

という。）を受けたことから、主位的請求として、本件株式譲渡の対象は本件Ｂ株式であり、本

件株式譲渡に係る所得は平成１９年５月期に実現したから、本件株式譲渡に係る譲渡損益は平成

１９年５月期の益金又は損金の額に算入すべきであり、原告は平成１９年５月期に本件株式譲渡

に係る譲渡損益を益金の額に算入し、受取配当金の益金不算入額及び法人税法６８条１項の規定

（以下「所得税額控除規定」という。）による所得税額控除額をそれぞれ記載して確定申告をし

たのであるから、これを認めない本件各処分には本件株式譲渡の対象、本件株式譲渡に係る譲渡

損益の算入時期並びに受取配当金の益金不算入規定及び所得税額控除規定の適用に関する事実

誤認及び法令解釈の誤りがあるとして、本件各処分の取消しを求め、予備的請求として、本件株

式譲渡の対象は本件Ｂ株式であるが、仮に本件株式譲渡に係る所得が平成１８年５月期に実現し

本件株式譲渡に係る譲渡損益を平成１８年５月期の益金又は損金の額に算入すべきであるとし

ても、原告が平成１８年５月期に本件株式譲渡に係る譲渡損益を益金又は損金の額に計上せず、

みなし配当額について受取配当金の益金不算入額及び所得税額控除額を記載して確定申告をし

なかったことについてはやむを得ない事情があり、又は、平成１９年５月期に本件株式譲渡に係

る譲渡損益を益金の額に算入し、みなし配当額について受取配当金の益金不算入額及び所得税額

控除額を記載して確定申告をしたことにより、法人税法２３条６項所定の受取配当金の益金不算

入規定の適用要件及び同法６８条３項所定の所得税額控除規定の適用要件がそれぞれ満たされ

ているとして、本件各処分の取消しを求めている事案である。 

２ 関係法令の定め等 

 別紙１のとおり。なお、別紙で用いた略称は、以下の本文においても用いることとする。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

(1) 当事者等 

ア 原告は、昭和●年●月●日に設立された不動産の貸付及び管理等を目的とする株式会社で

ある。原告の取締役であり、原告代表者の夫でもある乙（以下「乙」という。）は、原告の

実質的な経営者である。（甲１） 

イ Ｂは、昭和●年●月●日に設立された生鮮魚介類の販売等を目的とする株式会社である。

乙は、昭和４７年６月２８日から平成１６年１０月２９日までの間、Ｂの代表取締役を務め

ていたが、同日、代表取締役を辞任するとともに、保有していたＢの株式の一部をＣに譲渡

し、後記(4)の株式交換の効力発生の日までＢの株式６０万４８３６株を保有していた。（乙

５、８の１及び２） 

ウ Ｃは、昭和●年●月●日に設立された株式会社であるが（設立当時の商号は、Ｄ株式会社）、

平成８年１月から外食事業を開始し、平成１６年１０月、原告及び乙ほか１０名のＢの株主

からＢの株式３７０万１７８２株（平成１６年１０月２９日当時のＢの発行済み株式数５５

４万９８９８株の約６６．７％）を取得してＢを子会社化した上で、平成●年●月●日に当

時の商号である株式会社Ｅから株式会社Ｃに商号を変更するとともに、持株会社に移行した。

（乙３、９、１０） 
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(2) ＢとＣとの間の株式交換契約及び原告による株式買取請求 

ア Ｂは、平成１７年１２月１３日、Ｃとの間で、Ｃを完全親会社、Ｂを完全子会社とするた

め、Ｂの株式１株にＣの株式を平成１８年２月２１日に０．００５６株割り当てる（以下「本

件株式交換」という。）という内容の株式交換契約（以下「本件株式交換契約」という。）を

締結した。原告は、平成１７年１２月当時、Ｂの株式を５３万８９９９株保有していたため、

原告が本件株式交換に応じたとすれば、Ｃの株式を３０１８．３９４４株割り当てられるこ

とになっていた。（甲８、乙４） 

イ Ｂは、同日、Ｂの株主に対し、本件株式交換契約の承認を議題とする臨時株主総会を同月

２８日に開催する旨の株主総会の招集通知を発送した。（乙１２） 

ウ 原告は、同月１９日、Ｂに対し、本件株式交換に反対する旨の意思を通知するとともに、

同月２８日に開催されたＢの臨時株主総会においても反対の意思を表明したが、上記株主総

会に出席した株主の３分の２以上の賛成を得て、本件株式交換契約は承認された。（甲９、

１０） 

エ 原告は、平成１８年１月１４日、Ｂに対し、旧商法３５５条１項に基づき本件Ｂ株式につ

いて株式買取請求（以下「本件株式買取請求」という。）をした。（甲１１） 

(3) 原告とＢとの間の価格協議 

 原告は、平成１８年２月８日に、ＢからＢの株式を１株当たり１９５６円で買い取る旨の打

診を受けて以降、Ｂとの間で協議を重ね、同月２８日、Ｂとの間で買取価格の協議が整ったた

め、同年３月１０日に合意書の取交し及び代金決済を行うこととした。（甲１２） 

(4) 本件株式交換の効力の発生 

 本件株式交換は、平成１８年２月２１日、その効力を生じた。 

(5) 合意書の取交し及び代金決済 

 原告、Ｂ及びＣは、平成１８年３月１０日、「株式買取価格合意書」と題する書面（以下「本

件合意書」といい、本件合意書を内容とする合意を「本件合意」という。）に各自が署名捺印

し、Ｂは、同日、原告に対し、１０億５４２８万２０４４円を支払った。（甲１３ないし１５） 

(6) 本件株式譲渡の対象株式及び源泉徴収義務の存否をめぐるＢとの認識の不一致 

 原告は、平成１８年７月、本件株式譲渡の対象はＢの株式であり、Ｂから受領した株式の買

取代金（以下「本件株式譲渡代金」という。）のうちみなし配当額に相当する部分の金額（以

下「本件みなし配当額」という。）についてはＢに源泉徴収義務が存するものと考え、乙を通

じてＢの担当者に対しその旨を告げた。Ｂは、顧問税理士に依頼し、東京国税局に本件合意書

を持参して源泉徴収義務の存否を相談してもらったところ、東京国税局の担当者から、本件株

式譲渡の対象はＢの株式ではなくＣの株式であると指摘されたため、以後、Ｂは、原告に対し、

本件株式譲渡の対象はＣの株式であり、Ｂに源泉徴収義務はないと主張した。 

(7) 課税処分の経緯等 

ア 原告は、平成１８年７月３１日、平成１８年５月期の法人税について、本件株式譲渡代金

を預り金として計上して確定申告をした。 

イ 原告は、平成１９年７月３１日、平成１９年５月期の法人税について、本件みなし配当額

及びＢが源泉徴収すべき金額をそれぞれ推定した上で、本件株式譲渡代金から本件みなし配

当額を控除した金額を益金として計上し、受取配当金の益金不算入額を記載して確定申告を

した。（甲２３） 
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ウ 町田税務署長は、平成２１年３月３１日、原告に対し、本件株式譲渡はＣの株式を対象と

するものであり、本件株式譲渡に係る所得は平成１８年５月期に実現したものとして、本件

各処分をした。（甲３） 

エ 原告は、平成２１年５月２９日、本件各処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対する

審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、平成２２年５月２１日、原告の審査請求を棄

却する旨の裁決をした。（甲２４） 

オ 本件各処分及びその後の不服申立て等の経緯は、別表１ないし３のとおりである。 

(8) 本件各訴えの提起 

 原告は、平成２２年９月８日、本件各訴えを提起した。（顕著な事実） 

４ 被告が主張する本件各処分の根拠等 

 本件法人税各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は別紙２のとおりであり、本件

消費税等更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は別紙３のとおりである。 

 なお、後記５の争点以外の点に関しては、平成１８年５月期の法人税額について、本件法人税

各更正処分当時に法人税額に加算していなかった課税留保金額に対する法人税額を加算するこ

とが許されるか否かの点を除き、仮に争点に関する被告の主張及び上記の加算をすることが認め

られた場合の原告の総所得金額及び納付すべき税額の算定については、当事者間に争いがない。 

５ 争点 

 本件各処分に共通する争点は、① 本件株式譲渡の対象はＢの株式であるか、本件株式交換に

より割り当てられたＣの株式であるか（争点(1)：本件株式譲渡の対象株式）である。本件法人

税各更正処分等に関する争点は、② 本件株式譲渡に係る所得が実現し、本件株式譲渡に係る譲

渡損益を益金又は損金の額に算入すべき時期は平成１８年５月期か、平成１９年５月期か（争点

(2)：本件株式譲渡に係る譲渡損益の算入時期、主位的請求に関する争点）、③ 本件株式譲渡に

係る譲渡損益の算入時期が１８年５月期であるとして、原告が平成１８年５月期に受取配当金の

益金不算入額及び所得税額控除額を記載しなかったことについてやむを得ない事情があったと

認められるか（争点(3)：やむを得ない事情の有無、予備的請求に関する争点）、④ 本件株式譲

渡に係る譲渡損益の算入時期が平成１８年５月期であるとしても、原告が平成１９年５月期の確

定申告において、受取配当金の益金不算入額を記載して確定申告をした場合には、法人税法２３

条６項所定の要件を満たしていたといえるか（争点(4)：益金不算入となるみなし配当額の記載

をすべき時期、予備的請求に関する争点）である。 

６ 争点に関する当事者の主張の要旨 

(1) 争点(1)（本件株式譲渡の対象株式）について 

（被告の主張） 

ア 旧商法下の株式交換と株式買取請求との関係について 

(ア) 旧商法下においては、株式交換に反対する株主が株式買取請求をした後株式買取代金

が支払われる前に株式交換の効力が生じた場合の株式交換の効力と反対株主による株式

買取請求との関係について、旧商法に明確な規定が存在せず、実務上の取扱いも定かでは

なかったため、株式交換が効力を生じた後に株式買取請求をした株主が保有する株式は、

株式交換により割り当てられた完全親会社となる会社の株式となるか、元々保有していた

完全子会社となる会社の株式のままであるかについては、法の合理的な解釈によって決す

るほかないというべきである。 
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(イ) 旧商法３５２条１項の株式交換とは、完全親子会社関係を創設することを目的とする

組織再編行為であり、株式交換後は、完全子会社の全株式を完全親会社が保有することと

なることを所与の前提としている。 

株式交換の効力の発生時期は「株式交換の日」とされており（旧商法３５２条２項、３

５３条２項６号）、株式交換の効力が生じると既存の完全子会社の株券は全て無効となる

とされていること（旧商法３５９条１項）、株式交換の効力が株式買取請求をした株主の

保有する株式にも及ぶと解さなければ、株式交換の効力発生後株式買取請求をしていた反

対株主が株式買取請求を取り下げ、又は撤回した場合、反対株主において完全子会社の株

式を引き続き保有することとなってしまうが、株式交換の効力発生後もなお完全親会社以

外の第三者である反対株主が完全子会社の株式を保有し続けるような事態は、法が予定し

ていないものというべきであることからすれば、株式交換の効力発生日に株式買取請求を

した株主が保有している株式についても当然に株式交換の効力が生じて完全親会社に移

転するとともに、完全親会社から当該株主に対し完全親会社の株式が割り当てられると解

するのが相当である。 

(ウ) 株式交換の効力発生によって反対株主に完全親会社の株式が割り当てられたとして

も、単に株式買取請求の対象となる株式が変更されたにすぎず、その買取りによって、反

対株主は、完全親会社及び完全子会社のいずれからも完全に離脱することができ、完全親

会社の株式の買取りによって生ずる経済的な効果は、反対株主が保有していた完全子会社

の株式を買い取られた場合と異なることはないから、株式交換に反対する株主にその投下

資本回収手段を確保するために株式買取請求を認めるという旧商法３５５条１項の趣旨

に反することにはならない。 

イ 本件への当てはめ 

 本件Ｂ株式については、本件株式交換の効力発生日である平成１８年２月２１日に本件株

式交換の効力が及び、完全親会社となるＣに移転するとともに、Ｃから原告に対してＣの株

式が割り当てられ、原告は、同日以降、本件株式交換によりＣの普通株式３０１８株（本件

Ｃ株式）を保有していたものであるから、本件株式譲渡の対象は本件Ｃ株式であり、平成１

８年３月１０日の代金支払によって本件Ｃ株式が原告からＢに移転したものである。 

ウ 原告の主張に対する反論 

(ア) 原告は、原告とＢは、原告による株式買取請求を前提に価格に関する協議を行って合

意に至ったのであり、Ｃの株式の売買について交渉をしたことはない旨主張する。 

 しかしながら、本件合意書第２条によれば、原告が本件株式交換により本件Ｂ株式に代

えて割当てを受けた本件Ｃ株式のうちの３０１８株を表章する株券（以下「本件株券」と

いう。）をＢに引き渡す（同条第２項）のと引換えに、Ｂが原告の銀行口座に本件株式譲

渡代金を支払う（同条第１項）旨明確に定められており、Ｃ及びＣの証券代行業務を行っ

ていた株式会社Ｆ銀行（以下「Ｆ銀行」という。）は、本件株式交換により原告に本件Ｃ

株式が割り当てられたことを前提とした事務作業をしているほか、原告自身も、Ｆ銀行に

対し、本件株券をＣの住所に送付するよう指定したり、Ｃに対し、本件株券を受領した旨

の受領書を交付したり、本件合意書第２条第４項に基づく端株買取請求権を行使してその

代金を受領したりしている。 

以上のような本件合意書に定められた条項の内容やその履行状況等からすれば、関係当
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事者間においても、本件株式譲渡の対象を本件株式交換によって原告に割り当てられた本

件Ｃ株式であると認識していたことは明らかである。 

(イ) 原告は、株式買取請求権は形成権であるから、原告が適法に本件株式買取請求をした

時点で株式買取請求の効力は生じており、その後に本件株式買取請求が失効した事情もな

く、本件株式譲渡の対象は本件Ｂ株式である旨主張する。 

しかしながら、法人税法２４条１項４号のみなし配当は、株式を譲り受けた法人（以下

「株式譲受法人」という。）が自己株式を取得した場合に生じるのであるから、株式譲受

法人が取得した株式が何であるかを問題とすべきであり、反対株主による株式買取請求の

効力が株式交換の効力発生後も存続するからといって、株式買取請求をした株主の保有す

る株式に株式交換の効力が及ばないという結論が論理的に導かれるものではない。また、

株式買取請求をした反対株主から完全親会社に株式が移転するのは代金支払時であるか

ら（旧商法２４５条の３第６項）、株式買取請求が行われた時点で株式買取請求の対象が

本件Ｂ株式に確定するということもできない。 

(ウ) 原告は、本件合意書のうち、本件株式譲渡代金の支払と引換えに原告が本件株券をＣ

に引き渡す旨を定めた条項（第２条第２項）及びＣから割当てを受けた端数株式（０．３

９４４株。以下、同株式のうち１００分の１以上の端数０．３９株を「本件端株」、１０

０分の１未満の端数０．００４４株を「本件端数株式」といい、これらを併せて「本件端

株等」という。）のうちの端株部分（本件端株）について端株買取請求権を行使する旨を

定めた条項（同条第４項）について、仮に上記の各条項により本件合意書により原告が本

件Ｃ株式を譲渡したものと取り扱われるのであれば、原告の真意に基づくものでないため、

上記の各条項は錯誤により無効である旨主張する。 

 しかしながら、原告は、本件合意書の取交しに先立って、Ｂから株式買取価格合意書の

二通りの案（以下「本件各合意書案」という。）や本件合意書の取交しに伴って必要とな

る事項を説明する書簡（以下「本件ファックス」という。）を受領し、本件合意書の取交

しにより本件合意が成立した日である平成１８年３月１０日（以下「本件合意成立日」と

いう。）までの間、本件合意書の各条項について十分に吟味することが可能であった。ま

た、本件合意書は、原告及びＢ双方の代理人弁護士との間で交渉が行われた上でその内容

が確定したものであるから、錯誤により上記各条項を表示したという原告の主張は信じ難

いといわざるを得ない。 

（原告の主張） 

ア 本件株式買取請求の対象はＢの株式であること 

(ア) 原告とＢは、原告による株式買取請求を前提に価格協議を行って合意に至ったのであ

り、Ｃの株式の売買について交渉をしたことはない。また、株式買取請求権は形成権であ

るから、原告が適法に株式買取請求をした時点でその効力は生じており、本件株式買取請

求が失効した事情もないから（旧商法２４５条の４参照）、本件株式買取請求は有効であ

る。 

(イ) 原告が本件株式買取請求をすることとしたのは、税理士法人に対して本件株式交換に

係る税務上の問題について調査を依頼したところ、原告が株式買取請求を行った場合には

受取配当金の益金不算入規定を適用することができるため、本件株式交換に応ずるよりも

本件株式買取請求を行ったほうが有利である旨の回答を受けたからであった。したがって、
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原告が上記の税務上のメリットを享受することができなくなる本件株式交換に応ずるこ

とはあり得ない。 

(ウ) 本件株式譲渡代金は、Ｂから提示された１株当たりの単価に原告の保有株式数を乗じ

て得られた額と一致するが、本件合意書第２条第２項によって原告に割り当てられたとさ

れる本件Ｃ株式を本件合意成立日の直前の平均市場価格で算定すると約１２億９８００

万円であるから、仮に本件合意書が本件Ｃ株式の売買であったとすれば、原告は、市場で

売却すれば上記の価格で売却できる株式を何らの合理的な理由のないままＢに対して約

１０億５４００万円で売却したことになるが、かかる行為は経験則に反してあり得ないと

いわざるを得ない。 

(エ) 本件合意書の表題、第１条、第２条第１項、第３条等には、本件合意書が本件株式買

取請求に関する合意であることを示す「株式買取価格」等の文言や旧商法３５５条２項等

の株式買取請求に関する条文が引用され、本件合意書第３条において、原告とＢとの間に

おいて旧商法３５５条２項及び２４５条の３第３項の協議が調った旨の記載がされてい

ることに照らすと、本件合意書において本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式とされているこ

とは明らかである。 

(オ) 本件合意書には、本件株式譲渡代金の支払と引換えに原告が本件株券をＣに引き渡す

旨を定めた条項（第２条第２項）及び本件端株について端株買取請求権を行使する旨を定

めた条項（同条第４項）が存在するところ、仮に、上記の各条項が存在することにより本

件合意書は原告がＢに対し本件Ｃ株式を譲渡する旨を合意したものと取り扱われるので

あれば、原告の真意に基づくものでないため、上記の各条項は錯誤により無効である。上

記の各条項が本件合意書に設けられたのは、旧商法において、株式交換に反対した株主が

株式買取請求をした後に株式交換の日が到来した場合、反対株主の保有する株式について

も株式交換の効力が及ぶのかどうかが法文上は必ずしも明確でなかったところ、本件にお

いては、株式交換の日が経過した後に本件株式買取請求に関する価格協議が調ったために、

本件合意書においては、株式交換の効力が発生したことを前提とする文言が一部含まれて

しまったためである。 

 なお、本件合意書の作成に当たっては、原告及びＢの双方とも代理人弁護士の間で交渉

が行われていたところ、仮に本件株式譲渡の対象が本件Ｃ株式であるならば、原告が本件

株式買取請求を撤回し、本件Ｃ株式を譲渡する旨の売買契約書を作成すれば足りたはずで

ある。それにもかかわらず、本件合意書に本件Ｂ株式の株式買取請求であることを前提と

する文言が残されているのは、本件合意書が本件株式買取請求の価格に関する合意書とし

て作成されたためであり、上記の各条項は、旧商法の規定上の不明確さを踏まえ、双方の

代理人弁護士が念のために挿入したものにすぎず、無益的記載事項とみるべきである。 

イ 被告の主張に対する反論 

(ア) 被告は、Ｃの証券代行業務を行っているＦ銀行及び原告の行動から、関係当事者は、

本件株式譲渡の対象がＣの株式であるとの認識の下で本件合意書を取り交わしたことが

明らかである旨主張する。 

 しかしながら、被告が証拠として提出した書証のうち、Ｆ銀行が作成したとされる「株

式交換に伴う期限後株券提出リスト」（乙第１５号証）は、原告が本件株式交換に応じる

ことが前提となる書類であるが、原告は、Ｆ銀行から本件株式交換に応じる意思の有無を
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確認されたことはなく、乙第１５号証は真正に成立したものとは認められない。また、原

告が作成したとされる本件株券の送付先の指定書（乙第１６号証の１）は、原告の実印で

ないものが押捺され、住所地の記載も誤っているから真正なものとは認められず、その記

載内容も虚偽である。 

(イ) 被告は、反対株主による株式買取請求がされた後に株式交換の効力が生じた場合に株

式買取請求の対象となる株式は株式交換によって割り当てられる完全親会社の株式であ

り、そのように解したとしても株式買取請求権を認めた趣旨には反しない旨主張する。 

しかしながら、反対株主に株式買取請求権を認めた趣旨の一つには、反対株主に完全親

会社及び完全子会社から離脱する手段を与えることにあるところ、被告の主張する解釈に

よると、反対株主が適法に株式買取請求をしたとしても株式交換の効力発生日には完全親

会社の株式を割り当てられてしまうことになり、反対株主はあえて時間と労力を割いて株

式買取請求を行う意味がなくなり、上記の株式買取請求権を認めた趣旨は没却される。 

 また、被告の主張は、株式交換において株式交換比率が適正に定められ、完全子会社と

なる会社の株式と完全親会社となる会社の株式の価値が経済的に等価であることを前提

としているところ、反対株主は、株式交換比率が不公正であって株式交換後に割り当てら

れる完全親会社の株式の経済的価値と自己が保有する完全子会社となる株式の経済的価

値とが等価でないと考えるからこそ株式買取請求をするのであるから、被告の主張は失当

である。 

(ウ) 被告は、株式交換の効力が生じると完全子会社の株券は全て無効となること（旧商法

３５９条１項）を根拠として、株式買取請求をした反対株主が保有している株式について

も当然に株式交換の効力が生じて完全親会社に移転する旨主張する。 

しかしながら、旧商法３５９条１項は、株式交換に係る手続を画一的に行うため、株券

提出期間中に提出されなかった株券を一律に無効とする旨を定めたにすぎず、株式そのも

のの効力とは無関係の規定である。 

(2) 争点②（本件株式譲渡に係る譲渡損益の算入時期）について 

（被告の主張） 

ア 有価証券の譲渡損益の算入時期 

(ア) 株式交換において、完全子会社となる会社の株主が完全親会社となる会社から完全親

会社の株式を割り当てられた場合においても、措置法６７条の９第１項各号所定の要件を

満たす場合、その株主の所得金額の計算上、完全子会社の株式の帳簿価額を引き継ぎ、有

価証券の譲渡益に対する課税を繰り延べることができるとされている。他方、その要件に

該当しない場合には、完全子会社の株主は、株式交換の効力発生日において、株式交換に

よってその保有する株式を完全親会社に対して譲渡したとして、法人税法６１条の２第１

項が適用され、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、「その譲渡に係る契約をし

た日」の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入することになる。 

(イ) 本件への当てはめ 

 本件においては、措置法６７条の９第１項所定の要件を満たさないため、法人税法６１

条の２第１項が適用される。 

 本件においては、原告とＢは、平成１８年３月１０日に本件株式譲渡価額について協議

が調ったために本件合意書を取り交わし、原告は、本件合意書に基づき、本件株券をＣか
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ら受領した上でＢに対して交付し、その交付と引換えにＢから本件株式譲渡価額の支払を

受けている。また、本件端株については、原告は、本件合意書２条４項に基づいてＣに対

して買取請求を行い、Ｃは平成１８年３月１５日に本件端株の対価及び本件端数株式の処

分代金を原告に支払っている。 

以上の事実関係を前提とすると、本件株式譲渡及び本件端株等の譲渡に係る約定が成立

したのは本件合意成立日であると解すべきであるから、本件株式譲渡及び本件端株等の譲

渡に係る譲渡損失額は、同日が属する平成１８年５月期において損金の額に算入されるべ

きである。 

イ 本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式である場合 

(ア) 仮に、本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるとしても、本件株式譲渡は、本件株式

買取請求に関するＢと原告との間の買取価格協議の結果、平成１８年３月１０日に本件株

式譲渡価額につき本件合意書を取り交わしたことにより最終的に成立したものと解すべ

きである。そのため、本件株式譲渡における「その譲渡に係る契約をした日」については、

本件合意成立日であると解すべきであり、同日の属する事業年度である平成１８年５月期

の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入すべきことになる。 

(イ) 次に、法人税法２４条１項４号に規定されている「自己の株式の取得」により生じた

みなし配当額の帰属の時期については、法人税基本通達２－１－２７により、「自己株式

の取得の事実があった日」の属する事業年度の収益とするとされているところ、仮に、本

件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるとすれば、Ｂは、平成１８年３月１０日、原告との

間で本件株式譲渡価額につき合意して本件合意書を取り交わし、本件Ｂ株式を原告から買

い取ったことになるから、Ｂが自己株式を取得したのは本件合意成立日と解すべきである。

そうすると、本件みなし配当額の帰属時期は、本件合意成立日である平成１８年３月１０

日の属する事業年度である平成１８年５月期となる。 

ウ 原告の主張に対する反論 

 原告は、平成１８年５月期の確定申告の期限である同年７月３１日の時点では、Ｂと原告

との間で本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるか本件Ｃ株式であるかに関する紛争が生

じており、原告はＢと統一的な会計処理及び税務処理を行うためにＢと交渉を継続中であっ

たから、本件株式譲渡代金に関する原告の権利が確定したといえる状態になかった旨主張す

る。 

 しかしながら、原告は、本件合意書が平成１８年３月１０日に成立し、本件合意書におい

て本件株式譲渡価額について合意したこと自体は争っていないのであるから、本件Ｃ株式を

対象とする本件株式譲渡は本件合意により成立したものと解すべきである。しかも、現に原

告は、同日、本件合意書に基づき、Ｃから受領した本件株券をＢに交付するのと引換えにＢ

から本件株式譲渡価額の支払を受けているのであるから、本件株式譲渡における「その譲渡

に係る契約をした日」は、本件株式譲渡価額が合意された本件合意成立日であると解すべき

であり、本件株式譲渡に係る譲渡損失額は、本件合意成立日の属する平成１８年５月期の所

得の金額の計算上、損金の額に算入すべきこととなる。 

（原告の主張） 

ア 収益の計上時期 

法人税法２２条２項及び同条４項によれば、収益の計上は、その収入とすべき権利の実現
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又は確定の時点とされている。 

イ 本件における当てはめ 

(ア) 原告が平成１８年５月期の税務申告の準備を行う過程において、本件株式譲渡代金の

うち本件みなし配当額については、Ｂに源泉徴収義務があることが判明したためＢ側にそ

の旨を告げたところ、Ｂは、東京国税局による指摘を受けて、突如として本件株式譲渡の

対象は本件Ｂ株式でなく本件Ｃ株式であると主張し始め、原告がＢの源泉徴収すべき額に

相当する額をＢに返還しようとしたが、Ｂが受取りを拒否したため、Ｂの源泉徴収すべき

額に関する処理が確定しない状態となった。このように、平成１８年５月期の確定申告の

期限である平成１８年７月３１日時点では、Ｂと原告との間で本件株式譲渡の対象がＢの

株式であるかＣの株式であるかに関する紛争が生じており、原告はＢと統一的な会計処理

及び税務処理を行うためにＢとの協議を継続中であったから、本件株式譲渡代金に関する

原告の権利が確定したといえる状態になかった。その後、平成１８年１１月２１日にＢが

本件株式譲渡を本件株式買取請求に基づくものとして処理しない旨を原告宛に通知して

きたため、原告はＢと税務申告の平仄を合わせることを断念し、東京法務局に源泉徴収相

当額及び本件端株等の代金相当額を供託した上で平成１９年５月期の確定申告を行った。

したがって、本件においては、Ｂから上記の通知が原告に対して送付された平成１８年１

１月２１日に本件株式譲渡代金について所得が実現又は確定したといえる。 

(イ) 法人税法基本通達２－１－２７によれば、自己株式取得によるみなし配当額に係る収

益の計上時期は「その取得の日」とされているところ、源泉徴収義務の存否及びその額の

確定が売買代金の決済額を確定する上で必要不可欠であることに鑑みれば、当事者間にお

いて売買の対象物が特定され、源泉徴収義務の存否が確定されたときが「自己株式の取得

の日」となるものと解すべきである。 

ウ 被告の主張に対する反論 

 被告は、本件合意が平成１８年３月１０日に成立し、本件合意書において本件株式譲渡価

額について合意したこと自体は原告も争っていないのであるから、本件株式譲渡に係る所得

は、本件合意成立日である平成１８年３月１０日に認識すべきものであると主張する。 

 しかしながら、上記イ(ア)のとおり、原告とＢとの間で、本件株式譲渡の対象及び本件株

式譲渡価額に関し、源泉徴収義務の存否及びその額について紛争が生じていたのであるから、

本件株式譲渡価額に争いがあったというべきである。 

 なお、原告は、Ｂから受け取った決算書等から源泉徴収税額の推定値を計算して平成１９

年５月期の確定申告をしたが、源泉徴収税額は、Ｂから源泉徴収税額の通知を受けることに

よって確定し、原告が確定申告書に記載することができる状態になるのであるから、その時

点で本件株式譲渡に係る所得について確定申告すべき義務が発生するというべきであり、い

まだにその義務は発生していないといえる。 

(3) 争点(3)（やむを得ない事情の有無） 

（原告の主張） 

ア 法人税法２３条７項について 

 法人税法２３条１項は、内国法人が受ける配当等の額のうち一定の金額を内国法人の各事

業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定しているところ、同条６項は、

同条１項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する



12 

明細の記載がある場合に適用する旨及びこの場合において同項の規定により益金の額に算

入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする旨規定している。同条７項

は、税務署長は、受取配当等の益金不算入額の全部又は一部につき同条６項の記載がない確

定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事

情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき、受取配当金の益金不算入規定を

適用することができる旨規定している。同条７項の「やむを得ない事情」には、外部的事実

によって自己だけの力では到底確定申告書の記載をすることができないような事情が該当

すると解されているが、同条７項は、「やむを得ない」という各種の宥恕規定の中でも最も

緩やかな要件を用いており、かつ、「事情」を考慮要素としているのであるから、同項の適

用に当たっては具体的な事情を考慮すべきである。また、同項の規定は、納税者の選択適用

に関するものであるところ、納税者の立場からすると、同項の規定は更正の請求とほぼ同様

の機能を果たしているから、更正の請求の場合と同様に、納税者に故意又は重過失がある場

合であっても「やむを得ない事情」が認められる場合があると解すべきである。 

 そもそも、納税者の選択適用にかかる宥恕規定の目的は、納税者の選択の誤りを修正し、

納税者の真意を補完することにあるところ、納税者の意思が明らかである場合（例えば、異

なる年度において税務署に対して選択適用の意思を表示している場合等）には、かかる納税

者の意思を尊重すべきである。昭和４０年法人税法改正において法人税法２３条７項の文言

が「特別の事情」から現在の「やむを得ない事情」という文言に変更されるのと同時に、２

事業年度以上連続して益金不算入に関する申告をしなかった場合には宥恕規定が適用され

ないとする昭和３０年９月２０日付け直法１－１７４例規通達（以下「昭和３０年通達」と

いう。）は廃止されているが、昭和３０年通達は改正後の法人税法２３条７項の解釈につい

てもなお指針となると解すべきである。 

イ 本件への当てはめ 

 本件においては、平成１８年５月期の確定申告期限である同年７月３１日当時、本件株式

譲渡の対象をめぐる紛争が生じたため、Ｂとの間で本件みなし配当額及び源泉徴収すべき金

額の有無が問題となっており、Ｂ側の協力なくしては原告が正確な確定申告をすることは不

可能な状況にあった。仮に、原告が平成１８年５月期において、本件株式譲渡の対象が本件

Ｂ株式であることを前提として本件みなし配当額及びＢの源泉徴収すべき金額の推定値に

基づいて確定申告をした場合には、Ｂが源泉徴収すべき金額は２億円余りの巨額なものであ

るから、後に源泉徴収義務の存否をめぐりＢとの間で民事訴訟等に発展するのは必至であり、

それを避けるためにはあらかじめＢとの間で統一的な会計処理及び税務処理を行うための

協議をせざるを得なかった。 

 しかも、Ｂが本件株式譲渡の対象が本件株式買取請求に基づく本件Ｂ株式ではなく本件Ｃ

株式であると主張するようになったのは、東京国税局が交渉の経緯や背景等を無視し、本件

合意書の形式的な文言のみを根拠として示した誤った説明を契機とするものである。 

 原告は、平成１９年５月の確定申告において、本件みなし配当額を益金の額に計上すると

ともに、受取配当金の益金不算入額を記載しているから、原告が受取配当金の益金不算入を

選択する意思は税務署に対して明確に周知されているといえる。 

 以上によれば、原告が、平成１８年５月期の確定申告において、本件株式譲渡価額を益金

の額に計上せず、受取配当金の益金不算入額を記載しなかったのは、自己の力のみでは到底
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確定申告書の記載をすることができないような外部的な事情である「やむを得ない事情」に

よるものである。 

ウ 法人税法６８条４項について 

法人税法６８条１項は、内国法人が所得税法（平成１９年法律第６号による改正前のもの。

以下同じ。）１７４条各号に規定する利子及び配当等の支払を受ける場合に、これらにつき

同法の規定により課される所得税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除

する旨規定しているところ、法人税法６８条３項は、同条１項の規定は、確定申告書に控除

を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り適用し、この場合にお

いて、同項の規定による控除されるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とす

る旨規定している。同条４項は、税務署長は、控除する所得税の額の全部又は一部につき、

同条３項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったこと

についてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき、所得税

額控除規定を適用することができる旨規定しているところ、同条４項に定める「やむを得な

い事情」とは、当該申告がされなかったことが客観的にみて当該法人の責めに帰すべき事情

に基づくものではなく、税額控除を認めないとすれば当該法人にとって酷又は不当と認めら

れる場合をいうと解されている。 

エ 本件への当てはめ 

 原告が平成１８年５月期の確定申告において本件株式譲渡価額を益金の額に計上せず、受

取配当金の益金不算入額を記載しなかったのは、上記イのとおり、原告の責めに帰すべき事

情によるものではない。本件株式譲渡価額に係る本件みなし配当額の益金の額への計上及び

受取配当金の益金不算入額の記載が「やむを得ない事情」によりできなかった以上、みなし

配当を前提とした所得税額控除について記載できなかったことも、当然にやむを得ないもの

といえる。 

 また、仮に本件において所得税額控除が認められないとすれば、原告は平成１８年５月期

の法人税について所得税額控除が認められた場合よりも多額の法人税を支払うことになる

一方で、Ｂが本件株式譲渡に伴って源泉徴収義務を負うことが明らかになった場合には、Ｂ

から源泉徴収相当額について返還請求を受ける可能性があり、原告にとって酷な結果となる

とともに、税務当局が源泉徴収相当額を原告及びＢから二重に徴収することとなり不当な結

論になる。 

オ 被告の主張に対する反論 

 被告は、Ｂから本件みなし配当額に係る法人税法施行令２３条４項所定の通知（以下「配

当通知」という。）がされなくとも、原告において本件みなし配当額を計算することは可能

であったのであるから、本件について「やむを得ない事情」があったということはできない

旨主張する。 

 しかしながら、原告が計算したのはあくまでも本件みなし配当額の推計値であって、いま

だにその数値は確定していない。仮に被告の主張を前提とすると、原告としては本件みなし

配当額及び源泉徴収額について推計額に基づいて税務申告をしなければならなくなるが、税

法上はそれらの推計額に基づく申告を義務付けたり、それが可能であることを明示する規定

は存在しない。この点、被告は、原告が推計した当初の本件みなし配当額が過少であったと

判明した場合には、事案によっては、更正等が認められる余地もあるなどと主張するが、株
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式譲受法人から配当通知を受けられないことによるリスクを納税者が負担することになり

妥当ではない。 

（被告の主張） 

ア 法人税法２３条７項について 

法人税法２３条７項の「やむを得ない事情」が認められるか否かについては、納税者が同

条６項所定の記載をせずに確定申告書を提出するに至った諸般の事情を総合的に勘案して、

本件規定の適用を受ける意思を示すことを妨げる外部的・客観的事実が存したため、その記

載をしなかったことが当該法人の選択の結果であるとはいえず、当該法人の責めに帰すこと

のできない事情があったといえるかどうかを判断すべきである。 

イ 本件への当てはめ 

(ア) 原告が平成１８年５月期法人税確定申告書に法人税法２３条６項所定の記載をしな

かったのは、平成１８年３月１０日に本件株式譲渡に係る収益が発生していたにもかかわ

らず、平成１８年５月期の企業会計上の当期利益の計算においてこれを計上しないことと

したために、平成１８年５月期の法人税の計算において、確定申告上、益金不算入額を減

算する前提がなくなったことによるものである。そして、原告は、本件株式譲渡に係る収

益を平成１８年５月期の収益に計上しなかった理由として、本件株式譲渡が法人税法２４

条１項４号の「自己の株式の取得」に該当する取引か否かについて、原告とＢ及びＣとの

間で見解が一致しなかったことを主張する。 

(イ) しかしながら、法人税の計算は、適正な企業会計上の利益計算が前提となるものであ

るところ、法人税法上の取扱いが原告にとって不明であったからといって、企業会計上、

本来計上すべき収益をあえて繰り延べることが許容されるものではない。 

また、原告は、当初から、本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるとの認識を有し、そ

れを前提として行動していたと主張しているのであるから、本件株式譲渡による対価を収

益に計上することのみならず、法人税法２３条６項所定の記載をすべきであり、それが可

能であったといえる。 

(ウ) なお、原告は、Ｂの資本等の金額が明らかでなければ本件みなし配当額を計算するこ

とができず、Ｂから配当通知を受領できない限り原告は正確な税務申告をなし得ないこと

から、原告にはいかんともし難い外部的な事情に基づき法人税法２３条６項所定の記載を

することができなかったとして、平成１８年５月期法人税確定申告書に同項所定の記載が

なかったことにつき「やむを得ない事情」が認められる旨主張する。 

 しかしながら、原告は、遅くとも平成１８年２月２０日までには、Ｂから決算書、内訳

書、確定申告書等を入手しており、Ｂの資本金等の額を把握することができたのであるか

ら、本件みなし配当額を計算することが可能であり、現に、平成１９年５月期法人税確定

申告書においては、Ｂからの配当通知を受けないまま本件みなし配当額の計算を行ってい

る。 

したがって、原告においては、Ｂからの配当通知を受けなくとも本件みなし配当額を計

算することは可能であったのであるから、本件みなし配当額の益金不算入額を計算するこ

ともできたのであり、平成１８年５月期法人税確定申告書に同項所定の記載をすることは

可能であったというべきである。 

(エ) 原告は、昭和３０年通達は改正後の法人税法２３条７項の解釈についてもなお指針と
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なると解すべきであり、原告が平成１９年５月期の確定申告において、本件みなし配当額

を益金の額に計上するとともに、受取配当金の益金不算入額を適用する旨記載しているか

ら、原告が受取配当金の益金不算入を選択する意思は税務署に対して明確に周知されてお

り、法人税法２３条７項のやむを得ない事情が認められる旨主張する。 

(オ) しかしながら、昭和３０年通達は、「特別の事情」に係る当時の執行上の取扱いを定

めたものにすぎず、その法令解釈を示したものではないから、法人税法２３条７項の「や

むを得ない事情」に係る解釈指針にはなり得ないというべきである。 

この点をおくとしても、昭和３０年通達は少なくとも昭和３０年通達の定める事例に該

当する場合については「特別の事情」には該当しないものとすることを定めたものであっ

て、昭和３０年通達の定める事例に該当しない場合であれば常に特別の事情があると認め

るものではない。 

ウ 法人税法６８条４項について 

(ア) 法人税法６８条１項は、内国法人が所得税法１７４条各号に規定する利子及び配当等

の支払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課される所得税の額を当該事業年

度の所得に対する法人税の額から控除する旨規定しているところ、法人税法６８条３項は、

同条１項の規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載

がある場合に限り適用し、この場合において、同項の規定による控除されるべき金額は当

該金額として記載された金額を限度とする旨規定している。同条４項は、税務署長は、控

除する所得税の額の全部又は一部につき、同条３項の記載がない確定申告書の提出があっ

た場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めると

きは、その記載がなかった金額につき所得税額控除規定を適用することができる旨規定し

ているところ、「やむを得ない事情」とは、同法２３条７項の場合と同様に、自己の力だ

けでは到底申告の記載ができないような場合に該当する事情をいうものと解される。 

(イ) 本件への当てはめ 

本件において、原告は、本件株式譲渡価額の支払を平成１８年３月１０日に受けている

ところ、そのうちの本件みなし配当額に係る所得税の額（以下、仮に本件みなし配当額が

生じたとして、それに対する所得税の額を「本件所得税額」という。）につき所得税額控

除規定を適用するのであれば、原則として、平成１８年５月期法人税確定申告書において、

所得税額控除金額を記載すべきところ、平成１８年５月期法人税確定申告書にはその旨の

記載がない。したがって、原告は、平成１８年５月期法人税確定申告書において、本件所

得税額につき所得税額控除規定を適用することはできない。また、上記イで述べたとおり、

平成１８年５月期法人税確定申告書に原告が本件みなし配当額及び受取配当金の益金不

算入額を記載しなかったことにつき法人税法２３条７項に規定される「やむを得ない事

情」は存しないところ、原告が平成１８年５月期法人税確定申告書に所得税額控除金額を

記載しなかったことについても、自己の力だけでは到底申告の記載ができないような場合

に該当する事情が存するとは認められないから、同法６８条４項の規定によって同条１項

が適用される余地はない。 

エ 原告の主張に対する反論 

 原告は、仮に本件において所得税額控除が認められないとすれば、原告は平成１８年５月

期の法人税について多額の法人税を支払いながら、他方で、Ｂからは源泉徴収相当額につい
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て返還請求を受ける可能性があるため原告にとって酷な結果となるとともに、税務当局が源

泉徴収相当額を原告及びＢから二重に徴収することとなり不当な結論になる旨主張する。 

しかしながら、法人税基本通達１６－２－３は、法人がその事業年度の開始の日前に支払

を受けた利子及び配当等に対する所得税に相当する金額につき、所得税法２２２条の規定に

よる支払の請求を受けた場合におけるその請求に対し支払をした所得税の額については、そ

の支払をした日の属する事業年度において所得税額控除規定を適用する旨定めており、仮に、

原告がＢから本件みなし配当額につき所得税を源泉徴収すべきものとして本件所得税額の

支払請求をされることとなったとしても、その支払った本件所得税額については、支払をし

た事業年度において所得税額控除規定を適用すれば足り、原告が二重の支払を強いられる結

果にはならない。 

(4) 争点(4)（益金不算入となるみなし配当額の記載をすべき時期） 

（原告の主張） 

ア 法人税法２３条６項の規定内容等 

(ア) 法人税法２３条６項はみなし配当額を収益として計上した確定申告書において受取

配当金の益金不算入規定の適用について記載すべきことを要求し、同条７項は当該確定申

告書に受取配当金の益金不算入規定の適用について記載がない場合であっても「やむを得

ない事情」がある場合には受取配当金の益金不算入規定の適用を認めるとしたものと考え

られる。なぜなら、みなし配当額を収益として計上していないにもかかわらず、受取配当

金の益金不算入規定の適用についてのみ確定申告書に記載することは不可能であるから、

同条６項が、みなし配当額を収益として計上していない場合であっても受取配当金の益金

不算入額のみを確定申告書に記載することを要求しているとは考えられないからである。

したがって、みなし配当額を収益として計上した時期が本来計上すべき時期と異なってい

たとしても、みなし配当額を収益として計上した確定申告書と同じ確定申告書において受

取配当金の益金不算入額を記載していれば、法人税法２３条６項所定の要件を満たすもの

として受取配当金の益金不算入規定の適用が受けられると解すべきである。 

(イ) 法人税法６８条３項も同法２３条６項と同様に定めているため、上記と同様に解すべ

きである。 

(ウ)  最高裁平成●●年（○○）第●●号同２１年７月１０日第二小法廷判決・民集６３巻

６号１０９２頁（以下「本件最高裁判決」という。）は、納税者の所得税額控除を全額受

ける意思が明確である場合には、控除を受けようとする金額を誤って過少に申告した場合

であっても法人税法６８条３項により納税者が意図した全額について所得税額控除を受

けられる旨判断したものであり、同条３項に係る判断ではあるが、その趣旨は同法２３条

６項にも及ぶものと解すべきである。 

 そして、本件最高裁判決を前提とすると、納税者に過失があったとしても確定申告書の

記載から納税者が受取配当金の益金不算入を得る意図が明確であれば、納税者の意図した

全額について受取配当金の益金不算入規定の適用を受けることができると解すべきであ

る。 

イ 本件への当てはめ 

仮に本件株式譲渡に係る所得が平成１８年５月期に実現し、平成１８年５月期確定申告書

に受取配当金の益金不算入額についての記載がない点について原告の過失があったとして
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も、原告は本件みなし配当額を収益として計上した平成１９年５月期確定申告書において受

取配当金の益金不算入額を記載しているから、受取配当金の益金不算入を求める原告の意思

は明確であり、法人税法２３条６項所定の要件を満たし、原告の意図した範囲での受取配当

金の益金不算入が認められるべきということになる。 

 同様に、仮に本件株式譲渡に係る所得が平成１８年５月期に実現しているとすれば、平成

１８年５月期確定申告書に本件みなし配当額にかかる源泉徴収額につき所得税額控除額の

記載がない点について原告に過失があるとしても、本件みなし配当額を収益として計上した

平成１９年５月期確定申告書において所得税額控除を受ける原告の意思は明確であるから、

法人税法６８条３項所定の要件を満たし、原告の意図した範囲での源泉徴収額の所得税額控

除が認められるべきということになる。 

ウ 被告の主張に対する反論 

 被告は、法人税法２３条６項の「確定申告書」は受取配当金の益金不算入規定を適用しよ

うとする収益が発生した事業年度に係る確定申告書でなければならないとしたうえで、収益

計上（益金算入）時期を誤り、本来計上すべき事業年度の翌事業年度において益金算入とす

るとともに受取配当金の益金不算入規定を適用した場合は、結局、同条７項の「やむを得な

い事情」があると認められるか否かにより決せられることになる旨主張する。 

 しかしながら、原告が、本件みなし配当額の収益計上時期を誤っていたとしても、その場

合であっても受取配当金の益金不算入規定を適用できるか否かは別の問題である。納税者が

みなし配当額を収益計上すると同時に受取配当金の益金不算入額を記載していた以上、たと

え収益計上の時期については更正を免れないとしても、受取配当金の益金不算入規定の適用

を否定する理由にはならないというべきである。 

（被告の主張） 

ア 法人税法２３条６項の規定内容 

 法人税法２３条６項は、受取配当金の益金不算入規定の適用を受けるためには、確定申告

書に同項所定の記載を要すること等をその適用条件とし、益金不算入となる配当等の金額が

申告後に増加することが明らかになっても、その申告書記載額を超えて益金不算入とするこ

とがない旨を定めたものであり、法人が自ら正確に益金不算入額を計算することを要求して

いるものと解される。 

 株式の譲渡が行われた場合、株式を譲渡した法人（以下「株式譲渡法人」という。）にあ

っては、企業会計上、その株式の譲渡に係る対価の全額を収益の額として認識した上で当期

利益等の額が算定される。他方、法人税法においては、当該対価を受けた事由が法人税法２

４条１項４号所定の「自己の株式の取得」に該当する場合には、同条１項所定の金額は同法

２３条１項１号の受取配当等の額とみなされるが、同項所定の配当等の額の一定割合は、同

条６項により、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細

の記載がある場合に限り適用要件を充足したこととなり、同法２３条１項により、各事業年

度の所得の計算上、益金に算入しないこととされる。すなわち、法人税法２３条１項が「各

事業年度の所得の金額の計算上」と規定しているとおり、同条６項にいう「確定申告書」と

は、受取配当金の益金不算入規定を適用しようとする収益が発生した当該事業年度に係る確

定申告書でなければならないことは明らかである。 

イ 本件への当てはめ 
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 本件においては、本件株式譲渡は平成１８年３月１０日に行われており、本件株式譲渡の

対価の全額を収益の額として認識した上で、平成１８年５月期の利益の額が算定されること

となる。 

そして、原告が、本件株式譲渡による本件みなし配当額について受取配当金の益金不算入

規定の適用を受けるためには、その適用を受けようとする収益が発生した当該事業年度であ

る平成１８年５月期法人税確定申告書に、受取配当等の益金不算入額及びその計算の明細の

記載をしなければ、法人税法２３条６項の適用要件を満たしたことにはならない。 

ウ 原告の主張に対する反論 

(ア) 原告は、本件最高裁判決を引用して本件みなし配当額の申告時期が翌事業年度にずれ

た点について原告の過失があったとしても、原告の受取配当金の益金不算入の意思が明確

である以上、法人税法２３条６項所定の要件を満たしており、原告が意図した全額につい

て、受取配当金の益金不算入規定の適用を受けられると解すべきであり、本件みなし配当

額を前提とした所得税額控除規定についても、同法６８条３項の規定を満たす旨主張する。 

(イ) しかしながら、本件最高裁判決は、所得税額控除規定の適用を受けるべき当該事業年

度の確定申告において、控除を受ける所得税額を誤って過少に記載したという事案に関す

るものであり、本件のように、本来益金不算入規定及び所得税額控除規定の適用を受ける

べき事業年度の確定申告において、そもそも益金不算入及び所得税額控除を求めなかった

事案とは前提を異にしている。また、本件最高裁判決は、当該事業年度の確定申告におい

て、そもそも受取配当金の益金不算入規定及び所得税額控除規定の適用を求めなかったに

もかかわらず、翌事業年度の確定申告において前事業年度に受けるべき受取配当金の益金

不算入規定及び所得税額控除規定の適用を求めた場合については、何ら判断しておらず、

このような場合にこれらの規定の適用を認めるものでない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件株式譲渡の対象株式）について 

(1) 株式交換は、既存の複数の会社が旧商法３５２条以下に規定される一定の手続を行うこと

により、完全子会社となる会社の株主の有するその会社の株式が全て完全親会社となる会社に

移転し、完全子会社となる会社の株主は完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する新

株の割当てを受けその会社の株主となることにより、完全親子会社関係を創設する行為である。 

 完全子会社となる会社の株主にとっては、その有する株式が法人格を異にする別会社の株式

と交換されることになるため、完全子会社となる会社の株主が株式交換自体に反対である場合、

株式交換自体には賛成するとしても株式交換比率に不服がある場合等、何らかの理由により株

式交換に不服を有する場合が考えられるところ、そのような株主に対し、その保有する株式に

つき公正な価格での買取りを請求することができる権利を付与し、完全親会社及び完全子会社

との関係から離脱し、その投下資本を回収する手段を保障したものが株式買取請求権である

（旧商法３５５条１項）。 

 旧商法においては、株式交換の際に反対株主が株式買取請求をした場合、株式買取請求の対

象とされた株式の移転は代金支払の日にその効力が発生する旨規定されていたが（３５５条２

項、２４５条の３第６項）、株式交換においては、完全子会社となる会社の株主が保有する株

式は株式交換の日において完全親会社となる会社に移転する旨規定されているため（３５２条

２項、３５３条２項６号）、反対株主が株式買取請求をした後に株式交換の効力が発生した場
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合、① 株式交換の効力は株式買取請求の対象とされた株式にも及んで反対株主に対して完全

親会社となる会社の新株が割り当てられることになるのか、② 株式買取請求の対象となる株

式は株式交換の効力の発生により完全親会社となる会社に移転するのか、③ 株式買取請求の

対象となる株式が完全親会社となる会社に移転すると解した場合、買取請求の対象となる株式

は何かなどの点について、いずれも明文の規定が存在していなかったために、その解釈が問題

となる。 

 なお、会社法（平成１８年５月１日施行）においては、株式交換の完全子会社となる会社に

おける株式買取請求の対象となる株式に対しては、完全親会社となる会社の株式は割り当てら

れないことを明らかにすることとして、株式交換の効力発生日において株式買取請求に係る株

式の買取りの効力が生ずることとしている（７８６条５項）。このため、反対株主が株式買取

請求をした後に株式交換の効力が生じたときは、当該株式買取請求をした反対株主が保有する

株式は、その効力発生日に完全子会社となる会社を経て完全親会社となる会社に移転すること

となると解されている。 

(2) そこで検討するに、株式交換比率が不公正に定められた場合には、株式交換により割り当

てられる完全親会社となる会社の株式は、完全子会社となる会社の株主が保有していた完全子

会社となる会社の株式よりも経済的価値が低いことになり、完全子会社となる会社の株主が経

済的損失を被るおそれがあるため、完全子会社となる会社の株主は、株式交換自体には賛成の

意思を有していたとしても、その交換比率が不公正であると考えた場合には株式交換に反対す

ることになるところ、このような反対株主がその有する株式の経済的価値に応じた投下資本を

回収するための手段は、株式買取請求をすること以外に存在しないものと考えられる。上記(1)

のとおり、反対株主の株式買取請求権は、反対株主に対し、完全親会社及び完全子会社からの

離脱を認め、投下資本回収手段を付与することにあるところ、株式交換において株式交換比率

が常に公正に定められるとは限らないことに照らせば、反対株主の保有していた株式が株式交

換により完全親会社となる会社の新株に当然に変更されると解することは、株式買取請求をし

た反対株主の合理的意思に反するばかりでなく、反対株主に株式買取請求権を認めて投下資本

回収手段を付与した趣旨を没却するおそれがある。 

 また、完全子会社となる会社の株式を有する反対株主が株式買取請求をした後、完全子会社

となる会社と反対株主との間で株式買取価格について協議することになるが、反対株主と完全

子会社となる会社の間で株式交換に関する株主総会の承認決議の日から６０日以内に株式買

取価格についての協議が調わなかったときは、その期間経過後３０日以内に、裁判所に対し株

式買取価格の決定を請求することができることとされている（旧商法３４５条２項において準

用する２４５条の３第４項）。仮に、反対株主による株式買取請求について株式買取価格に関

する協議が調わない状態のまま株式交換の日が到来した場合に、反対株主の保有する株式に対

しても株式交換の効力が及び、完全親会社となる会社の株式が割り当てられるとすると、完全

子会社となる会社の株式について株式買取請求をした意味が失われることになる。このような

事態を回避するためには、反対株主は、株式交換の日が到来する前に完全子会社となる会社と

の間で株式買取価格について協議を完了させる必要があるが、旧商法上、株式買取価格の協議

の期限に関する定めは設けられていない。実質的にみても、上記のような解釈を前提とすると、

完全子会社となる会社は、反対株主が株式買取請求をした場合であっても、株式買取価格に関

する協議をいたずらに引き延ばして協議未了のまま株式交換の日を到来させることにより、完
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全子会社となる会社の株式の買取りを避け、反対株主が不公平と考えている交換比率で割り当

てられた完全親会社となる会社の株式の買取りを前提として株式買取価格の協議をせざるを

得ない状況を作出することができることとなり、反対株主側に著しい不利益をもたらすおそれ

があることになる。さらに、反対株主と完全子会社となる会社の問で協議が調わなかったため

に、反対株主が裁判所に株式買取価格の決定を求める申立てをした後に株式交換の日が到来し

た場合を仮定してみると、上記のような解釈を採った場合には、裁判所は、申立てから株式交

換の日が到来するまでの間は完全子会社となる会社の株式について、株式交換の日が到来した

後は完全親会社となる会社の株式について、それぞれ株式交換に関する株主総会の承認決議が

なかった場合に有すべきであった公正な価格を算定することになるところ、裁判所が価格算定

の対象とする株式が途中で変更されることを予定した規定は旧商法及び非訟事件手続法上は

設けられていない。 

 以上によれば、反対株主が株式買取請求をした後に株式交換の効力が発生した場合には、株

式交換の効力のうち完全親会社となる会社の株式が割り当てられるという効力は株式買取請

求の対象とされた株式には及ばず、株式買取請求の対象となる株式は、その株式が株式交換の

効力の発生によって完全子会社となる会社を経て完全親会社となる会社に移転するとしても

（本件においては、後記(3)キ(オ)のとおり、本件合意により、Ｂによる本件株式譲渡代金の

支払の時に移転の効力が生ずると解される。）、完全子会社となる会社の株式のままであり、そ

のことを前提として株式買取価格の協議が行われることとなると解するのが相当である。 

 上記(1)のとおり、会社法においては、株式交換の完全子会社となる会社における株式買取

請求の対象となる株式に対しては完全親会社となる会社の株式は割り当てられないこととさ

れているが、これは、上記のような点を考慮して、旧商法の規定上は不明確であった在るべき

解釈を会社法が明確に規定したものと解することができる。 

 なお、旧商法３５９条１項は、株式交換の日において完全子会社となる会社の株券は無効と

なるため、完全子会社となる会社は、株主に対し、株式交換の日の前日までに株券を会社に提

出するよう公告及び通知をする旨定めているところ、この規定は、株式交換の日以降に流通す

る株券が完全子会社となる会社の株主が提出していなかった株券であるのか、完全子会社とな

る会社の株主からその株式を取得した完全親会社となる会社が再度流通に置いた株券である

かの見分けができず、市場等の混乱が生ずるおそれがあるため、株式交換に係る手続を画一的

に行うため、株券提出期間中に提出されなかった完全子会社となる会社の「株券」を一律に無

効とする旨定めた規定であり、完全子会社となる会社の「株式」を無効とすることを定めた規

定ではないから、旧商法３５９条１項の規定は、反対株主が株式買取請求をした株式について、

株式交換の効力が及ぶか否かに関する解釈には何ら影響を及ぼさないものといえる。 

(3) もっとも、旧商法下における株式交換の効力について上記(2)のとおり解するとしても、原

告とＢとの間では、本件合意書において、本件株式譲渡の対象を本件Ｃ株式とする旨の合意が

されたのであれば、本件株式譲渡の対象は本件Ｂ株式ではなく本件Ｃ株式であるということも

あり得るので、以下検討する。 

 前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

ア 原告の設立経緯等 

 原告は、昭和●年●月●日に駐車場の管理、有価証券の保有・運用・管理・売買、投資業

及び経営コンサルタント業を事業目的として設立され、平成●年●月●日にその事業目的を
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駐車場の管理から不動産の貸付及び管理に変更し、また、和洋酒類、食料品の販売及び卸売

業、酒類、食料品の輸入代理業及び輸出入業務を追加した。（甲１） 

原告は、平成１６年１０月に、それまで保有していたＢの株式１５４万７７１６株のうち、

その一部である１００万８７１７株をＣ（平成１６年１０月当時の商号は株式会社Ｅ。以下

同じ。）に譲渡したものの、本件株式交換の日まで、その余の５３万８９９９株（本件株式

交換の日の前日のＢの発行済み株式総数５５４万９８９８株の約９．７％）を保有していた。

（乙３、４） 

イ Ｂの設立経緯等 

 Ｂは、昭和●年●月に東京都●●区において果物・缶詰・菓子を扱う食料品店として創業

したＧがいわゆる法人成りをすることにより昭和●年●月●日に設立された法人である。Ｂ

は、昭和●年●月に「●●店」の新店舗を落成させてスーパーマーケット事業を開始し、平

成２２年９月１日現在において●店舗のスーパーマーケットを展開するに至っていた。（乙

５ないし７） 

 原告の取締役である乙は、昭和４７年６月２８日から平成１６年１０月２９日に辞任する

までの間、Ｂの代表取締役を務めていた。乙は、同日、Ｂの代表取締役を辞するとともに、

保有していたＢの株式１７３万６７６２株のうち１１３万１９２６株をＣに譲渡したが、本

件株式交換の日までその余の６０万４８３６株（本件株式交換の日の前日のＢの発行済み株

式総数５５４万９８９８株の約１０．９％）を保有していた。（乙３、４、８の１及び２） 

ウ Ｂの株式の保有者及び保有株式数 

 Ｂの株式は、本件株式交換の日当時、Ｃが３７０万１７８２株、原告が５３万８９９９株、

乙が６０万４８３６株保有していたほか、乙の配偶者であり原告の代表取締役である甲が２

万３１３４株、長男の丙が９４２９株、次女の丁が２０万７１７８株、及び長女の戊が１９

万８３５２株（以下、甲、丙、丁及び戊を併せて「甲ら」という。）をそれぞれ保有し、Ｖ

が７万５７１１株を保有していた。（甲２３、乙４） 

エ 本件株式買取請求の経緯 

(ア) 乙は、平成１７年１２月１３日、Ｃの臨時株主総会の招集通知を受領した際、Ｃが本

件株式交換を予定していることを知り、かねてから知り合いであったＪ法律事務所のＩ弁

護士（以下「Ｉ弁護士」という。）に相談した。原告は、Ｉ弁護士に対し、Ｂの株主とし

てとどまる方法がないかどうか尋ねたところ、Ｉ弁護士は、原告の保有する株式数の関係

から、本件株式交換に応ずるか、株式買取請求をするかの２つの選択肢しかないと説明し

たため、乙は、Ｉ弁護士に対し、原告及び乙個人で保有していたＢの株式について株式買

取請求の手続を採るよう依頼した。（甲５１） 

(イ) 乙は、本件株式交換に関し、会計・税務の面からも検討する必要があると考え、資産

運用コンサルタント会社に相談したところ、税理士法人Ｈ（以下「Ｈ」という。）を紹介

された。乙は、平成１７年１２月中旬頃及び平成１８年２月８日、Ｈに赴いて相談した結

果、税金面の負担も考慮すると、乙、甲らの個人に関しては本件株式交換に応じた方が有

利であるが、原告に関しては受取配当金の益金不算入の規定の適用を受けることができる

ことにより株式買取請求権を行使した方が有利であるとの説明を受けたため、原告は株式

買取請求をすることとし、乙は本件株式交換に応ずることとした。（甲２８、５１） 

オ 本件株式買取請求 
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 原告は、平成１８年１月１４日、代理人Ｉ弁護士及びＷ弁護士（以下「Ｗ弁護士」という。）

連名の内容証明郵便により、本件株式買取請求をした。（甲１１） 

カ 原告とＢとの間の株式買取価格に関する協議 

(ア) 乙は、平成１８年２月８日、Ｂの担当者と面談し、Ｂ側から、本件Ｂ株式の買取価格

を１株当たり１９５６円とする旨の申入れを受けた。（甲１２、５１） 

(イ) 原告は、同月１４日、Ｉ弁護士及びＷ弁護士の連名で、Ｂの代理人であるＫ法律事務

所のＬ弁護士（以下「Ｌ弁護士」という。）に対し、株式買取価格を協議する面談日を引

き延ばしたり、Ｂが提案した株式買取価格算定の根拠資料の開示にも応じないことは許さ

れず、株式買取価格の協議及び根拠資料の開示について早急に適切に対応することを求め

る旨を記載した内容証明郵便を送付した。Ｌ弁護士は、同月２０日、Ｉ弁護士及びＷ弁護

士に対し、原告側に提案した株式買取価格は最大限原告側に有利に算定した価額でありこ

れ以上譲歩することは困難であること、株式買取価格算定の参考資料となり得るＢの決算

書、内訳書、確定申告書等は既に原告側に開示済みであり、原告が開示を求めている株式

交換比率算定書は、資料作成者との契約上原告側に開示することは困難であること、面談

の日程調整は乙の都合もあって遅れているのであり、Ｂ側の責任だけではないこと、ただ

し、Ｂとしては、株式買取価格について原告と早期に合意したいと考えていることを記載

した内容証明郵便を送付した。（甲１２、２５、５１） 

(ウ) 乙は、同月２８日、Ｂの担当者であるＯ及びＳと面談し、本件Ｂ株式を１株当たり１

９５６円とする旨合意した。その後、乙は、Ｉ弁護士に依頼し、本件Ｂ株式の買取りに関

する合意書の案を作成するよう依頼し、Ｉ弁護士は、同日、Ｂに対し、本件株式買取請求

についての合意が成立した場合に備えて仮の契約書案を作成するよう依頼した。（甲５１、

乙１３） 

(エ) Ｂは、原告に対し、２００６年（平成１８年）３月３日付けの「株式買取価格合意書」

の二通りの案（本件各合意書案）を送付した。本件各合意書案には、おおむね次のとおり

記載されている。（甲２６、２７） 

ａ 原告、Ｂ及びＣは、ＣとＢとの間の株式交換に関する原告の旧商法３５５条に基づく

Ｂに対する買取請求について、本日以下のとおり合意した（前文）。 

ｂ 旧商法３５５条２項及び２４５条の３第３項に基づく買取価格は、株式交換の日の前

日において原告が保有していたＢの普通株式５３万８９９９株の合計で１０億５４２

８万２０４４円（Ｂの株式１株当たり１９５６円）とする（第１条）。 

ｃ Ｂは、旧商法３５５条２項、２４５条の３第３項に基づき２００６年（平成１８年）

３月９日（甲２６。甲２７においては、２００６年（平成１８年）３月１０日とされて

いる。）に、原告から次項に定める株券の交付を受けるのと引換えに、前条（第１条）

の買取価格全額を原告に対して支払う（甲２６。なお、甲２７においては、原告の指定

する銀行口座に振込みの方法で支払うこととされている。）（第２条第１項）。 

ｄ 原告は、前項（第２条第１項）の日において、前項によるＢの支払と引換えに、原告

が株式交換により本件Ｂ株式に代えて交付を受けたＣの普通株式３０１８株を表章す

る株券をＢに対して引き渡す。なお、Ｃは原告が本項の義務を履行できるように、Ｃの

株券を原告に交付する（第２条第２項）。 

ｅ 旧商法３５５条２項、２４５条の３第６項に規定される株式の移転の効力は、第１項
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のＢの支払の時に生じるものとする（第２条第３項）。 

ｆ 本合意をもって、原告とＢとの間において、旧商法３５５条２項及び２４５条の３第

３項の協議が調ったものとし、原告は、旧商法３５５条２項及び２４５条の３第４項に

基づく価格決定の請求を行わないものとする（第３条）。 

ｇ 本件各合意書案には、本件端株等についての条項は定められていない。 

(オ) ＢのＯは、平成１８年３月６日、Ｌ弁護士に対し、「株式買取価格合意書（案）につ

いて」と題する書面（本件ファックス）をファクシミリ送信し、本件合意書の取交しに関

して、合意日時、合意場所、手続の流れ等の段取りについて連絡した。 

 本件ファックスには、おおむね次のことが記載されている。（乙１４） 

ａ 日時、場所及び出席者 

(a) 日時 

 平成１８年３月１０日午前１０時 

(b) 場所 

 Ｍ銀行●●支店 

(c) メンバー 

 乙（原告）、Ｎ、Ｏ、Ｐ及びＬ弁護士（以上、Ｂ）、Ｑほか（Ｃ） 

ｂ 株式の交付 

(a) Ｃが発行した株式（３０１８株）を原告に交付し、原告からＣに対して受取書を

発行する。 

(b) 原告がＢに対してＣが発行した株式を交付（ＢからＣ（原告の誤記）に対して受

取書を発行する。）。 

ｃ 金員の支払 

(a) 上記ｂを確認後、振込手続に入る（Ｂから原告へ振込支払）。 

(b) Ｍ銀行●●支店のＢの預金口座から同支店の原告の預金口座に６億５４００万円

余を振込み。 

(c) Ｍ銀行●●支店のＢの預金口座からＲ銀行●●支店の原告の預金口座に４億円余

を振込み。 

(d) 上記(b)及び(c)の振込票の写しを原告に交付し、原告に振込みの事実の確認を依

頼する。 

ｄ 本件端株の処理 

 本件合意書の取交しを前提として、平成１８年３月１０日（本件合意成立日）の最終

の市場価格によって同月１５日限りとしてＭ銀行●●支店の原告の預金口座に本件端

株の代金を振込みにより支払う。 

キ 本件合意の締結 

 原告、Ｂ及びＣは、平成１８年３月１０日、Ｍ銀行●●支店において、それぞれの本件合

意書に署名押印して本件合意を締結した。原告側は乙が出席した。（甲５１） 

 本件合意書には、おおむね次のとおり記載されている。（甲１３） 

(ア) 原告、Ｂ及びＣとは、ＣとＢとの間の株式交換に関する原告の旧商法３５５条に基づ

くＢに対する買取請求について、本日以下のとおり合意した（前文）。 

(イ) 旧商法３５５条２項及び２４５条の３第３項に基づく買取価格は、株式交換の前日に
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おいて原告が保有していたＢの普通株式５３万８９９９株の合計で１０億５４２８万２

０４４円（Ｂの株式１株当たり１９５６円）（本件株式譲渡価額）とする（第１条）。 

(ウ) Ｂは、旧商法３５５条２項、２４５条の３第３項に基づき２００６年（平成１８年）

３月１０日に、原告から次項に定める株券の交付を受けるのと引換えに、前条（第１条）

の買取価格全額（本件株式譲渡価額）のうち、① ６億５４２８万２０４４円をＭ銀行●

●支店当座預金口座       に、② ４億円をＲ銀行●●支店普通預金口座   

    に、それぞれ振り込む方法により支払う（第２条第１項）。 

(エ) 原告は、前項（第２条第１項）の日において、前項によるＢの支払と引換えに、原告

が株式交換により本件Ｂ株式に代えて交付を受けたＣの普通株式３０１８株を表章する

株券をＢに引き渡す。なお、Ｃは原告が本項の義務を履行できるように、Ｃの株券を原告

に交付する（第２条第２項）。 

(オ) 旧商法３５５条２項、２４５条の３第６項に規定される株式の移転の効力は、第１項

のＢの支払の時に生じるものとする（第２条第３項）。 

(カ) 原告が株式交換により本件Ｂ株式に代えて交付を受けたＣの端株０．３９株について

は、本合意により、原告が、旧商法２２０条の６第１項に基づき、Ｃに対して端株買取請

求をしたものとし、Ｃは、旧商法２２０条の６第２項の規定に従い、Ｃの株式１株の２０

０６年（平成１８年）３月１０日最終の市場価格に相当する額に０．３９を乗じた金額を、

２００６年（平成１８年）３月１５日限り、上記ウのＭ銀行●●支店当座預金口座に振り

込む方法により支払うこととする（第２条第４項）。 

(キ) 本合意をもって、原告とＢとの間において、旧商法３５５条２項及び２４５条の３第

３項の協議が調ったものとし、原告は、旧商法３５５条２項及び２４５条の３第４項に基

づく価格決定の請求を行わないこととする（第３条）。 

ク 本件合意書に基づく債務の履行等 

(ア) Ｃは、平成１８年３月６日付けで、Ｃの証券代行業務を行っているＦ銀行に対し、本

件株式交換の期限後にＢの株券を提出した株主が原告である旨及び本件Ｃ株式に係る新

株の券種及び枚数を併せて記載した「株式交換に伴う期限後株券提出リスト」及びＦ銀行

に対し、原告の株券及び登録通知を届出住所への送付に代えてＣに引き渡すことを依頼す

る旨の「発送物差止依頼書」を作成した（ただし、「発送物差止依頼書」の宛先は「Ｘ銀

行」と誤記されている。）。（乙１５、１６の２） 

 Ｆ銀行は、平成１８年３月８日付けで、Ｃ宛てにＣの１００株券を２０枚、１０株券を

１００枚、及び１株券を１８枚、計３０１８株を表章する株券を送付した旨の「株券送付

のご案内」を作成した。（乙１７） 

(イ) 乙は、本件合意成立日に、作成日付欄を空欄にしたまま、Ｆ銀行に対してＣの３０１

８株を表章する株券を原告の届出住所ではなくＣの住所宛てに送付することを指定する

旨の「送付先指定書」に押印してＦ銀行に対して交付し、Ｃに対し普通株式３０１８株の

株券を受領した旨の平成１８年３月１０日付けの受領書に署名押印してＣに交付した。

（乙１６の１、１９） 

(ウ) Ｂは、本件合意成立日に、本件合意書の第２条第２項に基づき原告からＣの普通株式

３０１８株の株券を受領した旨の同日付けの受領書を乙に交付した。（乙２０） 

 Ｙ証券株式会社は、平成１８年３月１０日付けでＢからＣの３０１８株の株式を表章す
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る株券を受領した旨の受領書を作成した。（乙２１） 

(エ) Ｂは、本件合意書の第２条第１項に定めるとおり、本件合意成立日に本件株式譲渡価

額を原告の各銀行口座へ振り込んだ。（甲１４、１５） 

(オ) Ｃは、本件合意書の第２条４項に定めるとおり、平成１８年３月１５日に、本件端株

の買取代金として１６万７７００円を振り込み、また、同月１３日に旧商法２２０条１項

及び２項に基づき１株の１００分の１未満の本件端数株式の処分代金として１８８８円

を原告の銀行口座に振り込んだ。（乙２２、２３） 

ケ 本件合意成立日後のＣの会計処理等について 

(ア) Ｃは、平成●年●月●日、同年●月●日付けで発行済株式総数がそれまでの２４万８

２１８株から２５万７５００．７７株に９２８２．７７株増加した（増加株式数は、本件

株式交換契約書の第２条(1)に定められた本件株式交換に当たってＣが新規に発行する普

通株式数と一致しており、原告に割り当てられたとされる本件Ｃ株式及び本件端株の合計

３０１８．３９株を含む数と一致する。）旨の登記をした。（乙１８・２枚目） 

(イ) Ｃは、本件株式交換契約書の第３条の株式交換の日にＢに現存する純資産額にＢの発

行済株式総数に対する本件株式交換によりＣに移転する株式の割合を乗じた額を全て資

本準備金に組み入れるとの定めに従い、原告が保有していた本件Ｂ株式５３万８９９９株

を含めて、次のとおり、資本準備金に組み入れるべき金額３１億１６０９万０８９７円（１

円未満は切捨て）を算出し、同金額を資本準備金に組み入れた。（乙２４の１及び２） 

ａ 株式交換の日にＢに現存する純資産額 １０４億３２９０万２８４５円 

ｂ 本件株式交換によりＣに移転するＢの株式数（原告の保有していた５３万８９９９株

を含む） １６５万７６３９株 

ｃ Ｂの発行済株式総数 ５５４万９８９８株 

ｄ 資本準備金に組み入れた金額（ａ×ｂ／ｃ） ３１億１６０９万０８９７円 

コ Ｂとの源泉徴収義務に関する協議 

(ア) 原告は、平成１８年５月期の確定申告の準備をしている過程において、顧問税理士で

あるＴ税理士から、本件株式譲渡価額のうち法人税法２４条１項４号に係る本件みなし配

当額部分については、Ｂに源泉徴収義務がある旨の指摘を受けたため、乙は、平成１８年

７月１２日、Ｔ税理士と共にＢのＳと面談してその旨を伝えたところ、Ｓは、Ｔ税理士に

対し、Ｂの平成１７年１２月期の確定申告書を交付して、原告側で源泉徴収額を計算する

よう依頼した。（甲１６、５０） 

(イ) Ｂは、顧問税理士であるＺ税理士を通して、源泉徴収義務の存否を確認すべく東京国

税局を訪れ、本件合意書を示して相談したところ、東京国税局の担当官は、本件株式譲渡

の対象は本件Ｃ株式であり本件Ｂ株式ではないため、Ｂに本件みなし配当額部分に係る源

泉徴収義務は生じない旨説明した。Ｔ税理士は、平成１８年７月末頃、Ｚ税理士から、Ｂ

は、東京国税局による上記の説明を受けてＢには源泉徴収義務は生じない旨の取扱いをす

る予定であると聞いたため、乙にその旨を報告した。（甲５０、５１） 

(ウ) 乙は、Ｉ弁護士と相談し、本件合意書が本件Ｃ株式の売買契約書として取り扱われた

場合には、原告は受取配当金の益金不算入規定の適用を受けることができないという不利

益を被ることになるため、Ｂとの間で、本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式である旨の確認

書を取り交わすことを考えて、Ｂと交渉することとした。（甲５０、５１） 
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(エ) 原告は、平成１８年７月３１日、本件株式譲渡代金を預り金として会計処理し、平成

１８年５月期法人税確定申告書において、本件株式譲渡に係る譲渡損益を益金又は損金の

額に計上せず、本件みなし配当額の明細等及び受取配当金の益金不算入額を記載せずに平

成１８年５月期の法人税の確定申告をした。（乙３１） 

(オ) 原告は、Ｉ弁護士及びＷ弁護士を通じて、平成１８年１０月１９日、Ｂに対し、本件

株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であることを確認すること、本件株式交換に伴う税務申告は

確認書を取り交わした日の属する事業年度に属するものとすることを内容とする確認書

を同封して、確認書の取交しに向けた協議を依頼する旨記載した内容証明郵便を送付した。

（甲１８、５１） 

(カ) Ｉ弁護士、Ｗ弁護士及びＴ税理士は、平成１８年１０月３０日、Ｂの代理人であるＬ

弁護士及びＵ弁護士（以下「Ｕ弁護士」という。）と面談した。面談の席上、Ｔ税理士は、

Ｌ弁護士らに対し、本件株式買取請求の対象は本件Ｂ株式であり、本件みなし配当額部分

についてＢに源泉徴収義務が生ずるが、本件合意書の記載上は、本件株式買取請求の対象

が本件Ｂ株式であることが判然としないため、その旨を確認する旨の確認書を取り交わす

よう要請したが、Ｕ弁護士は、それは脱税行為に当たる可能性があるとして拒絶したため、

Ｉ弁護士は、本件合意書は本件株式買取請求に関するものであり脱税行為には当たらない

旨説明したが、Ｕ弁護士らは本件合意書を本件株式買取請求に関するものとして取り扱う

ことはできないと述べたためそのまま面談は終了した。（甲５０、５１） 

(キ) 原告は、平成１８年１１月１５日、代理人であるＩ弁護士及びＷ弁護士の連名の内容

証明郵便により、Ｂに対し、原告が預り金として処理している本件みなし配当額に係る源

泉徴収相当額２億０２７０万７７７２円及び本件端株等の代金として受領した１６万９

５８８円の受領を催告した。（甲１９） 

(ク) Ｂは、平成１８年１１月２１日、代理人であるＬ弁護士及びＵ弁護士の連名の内容証

明郵便により、原告に対し、上記(カ)の金員の受領を拒絶する旨通知した。（甲２０） 

(4)ア 上記(3)エ(イ)のとおり、原告の実質的経営者である乙は、Ｈに相談の上、乙、甲ら個人

株主は本件株式交換に応ずる方が有利であるが、法人である原告は株式買取請求をした場合

には受取配当金の益金不算入規定の適用を受けることができ、税金の負担をも考慮した場合

には、本件株式交換に応ずるよりも株式買取請求をした方が有利であると考えられたために

本件株式買取請求をしたものと認められ、その後の経緯に照らしても、原告が本件株式買取

請求を断念したり、それを撤回したような事情は見当たらない。 

 イ Ｂ側の内容証明郵便（甲第１２号証）によれば、Ｂが原告に提案した株式買取価格は、

本件Ｂ株式の経済的価値を基準としたものであることがうかがえるから、Ｂは、原告との間

で、本件株式買取請求を前提として代理人を通じて株式買取価格について協議を重ねていた

ものと認められる（この点は、上記(3)コ(イ)のとおり、Ｂの顧問税理士が本件合意書を持

参して東京国税局において相談するまでの間は変更がない。）。 

 ウ 上記(3)カ(ウ)のとおり、Ｉ弁護士は、乙とＢの担当者との間で本件株式買取価額につい

て合意したため、Ｂに対し、本件株式買取請求についての合意が成立した場合に備えて仮の

契約書案を作成するよう依頼しており、その依頼に基づいて作成されたものが本件各合意書

案であり、本件各合意書案を修正の上正式に取り交わされたものが本件合意書であると認め

られる。なお、乙又はＩ弁護士が本件合意成立日より前の時点においてＣ側と本件株式買取
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請求に関して何らかの接触をした事実は認められない。 

 エ 本件各合意書案を修正の上取り交わされた本件合意書のタイトルは、「株式買取価格合

意書」とされ、前文において旧商法３５５条に基づくＢに対する本件株式買取請求に関する

合意であることが明記され、第１条において旧商法３５５条２項及び２４５条の３第３項に

基づく本件株式買取請求に基づく価格に関する合意が定められ、第２条第１項において第１

条の金額の支払方法が定められ、同条第３項において本件株式買取請求に基づく株式移転の

効力の発生時期が定められ、第３条において原告及びＢとの間で本件株式買取請求に基づく

価格の協議が調ったものとして、裁判所に対する価格決定の申立てをしないことが定められ

ている。仮に、原告及びＢとの間で本件Ｃ株式の譲渡に関する合意が成立し、その旨を明ら

かにする契約書を作成するのであれば、原告がした本件株式買取請求を撤回し、その旨を確

認した上で、株式交換により割り当てられる本件Ｃ株式の譲渡であることを明示して合意し

た譲渡価額を記載すれば足り、本件合意書に上記のような本件株式買取請求に関する合意で

あることを示す文言を残す必要はないものと考えられる。 

 オ 本件合意書第１条において、本件株式譲渡価額は、原告が保有していた本件Ｂ株式５３

万８９９９株につき１株当たり１９５６円として計算した１０億５４２８万２０４４円と

されているところ、甲第１７号証によれば、Ｃの株式の本件合意成立日時点における市場価

格は１株当たり約４３万円であったと認められるから、原告に割り当てられるべき本件Ｃ株

式３０１８株の市場価格は約１２億９７７４万円であったと認められる。本件株式譲渡が本

件Ｃ株式を対象とするものであったとすれば、原告は市場価格を約２億４３００万円下回る

価格でＢに譲渡したことになるが、法人である原告が上場株式を市場で高額で売却すること

ができるにもかかわらず、あえて上記のような大幅に下回る低価格で譲渡することは経験則

上不合理であって考え難いというべきである。 

 また、本件合意に至る交渉経緯についてみても、甲第３１号証によれは、平成１８年３月

２日から１０日までのＣの株式の平均市場価格は１株当たり約４１万円であったと認めら

れるから、仮に、本件株式譲渡の対象を本件Ｃ株式とするのであれば、本件合意成立日直近

のＣの株式の市場価格を前提として譲渡価額に関する交渉が行われていたはずであるとこ

ろ、本件株式譲渡価額の１株当たりの金額は、上記のＣの市場価格とは大幅にかけ離れてい

るというべきである。 

 カ 以上の事実関係に照らすと、本件合意書は、原告がした本件株式買取請求に基づき、本

件Ｂ株式の譲渡に関する合意を記載したものと認めるのが相当である。 

(5)ア 上記(3)キ(エ)及び(カ)のとおり、本件合意書第２条第２項において本件株式譲渡価額の

支払と引換えに原告が本件Ｃ株式を表章する本件株券をＣに引き渡すこと、第２条第４項に

おいて本件株式交換により原告がＣから割当てを受けた本件端株について原告が端株買取

請求権を行使する旨定められていることが認められるところ、被告は、本件合意書に上記の

各条項が存在し、かつ、これらの条項に基づく債務が現実に履行されたことを根拠として、

本件合意書は本件Ｃ株式の譲渡に関するものである旨主張する。 

 イ(ア) 確かに、原告が本件合意成立日にＣから本件株券を受領した旨の同月１０日付けの

原告作成名義の「受領書」（乙第１９号証）、Ｂが本件合意成立日に原告から本件株券を受

領した旨の同月１０日付けのＢ作成名義の「受領書」（乙第２０号証）が存在する。 

 (イ) しかしながら、同時に、原告に割り当てられるべき本件Ｃ株式に係る新株の券種及
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び枚数を記載した平成１８年３月６日付けのＣ作成名義の「株式交換に伴う期限後提出株

券リスト」（乙第１５号証）、原告が、Ｆ銀行に対し、本件株券を原告の届出住所ではなく

Ｃの住所宛てに送付するよう依頼する旨の作成日不明の原告作成名義の「送付先指定書」

（乙第１６号証の１）、Ｃが、Ｆ銀行に対し、本件株券の引渡しを求める旨の平成１８年

３月６日付けのＣ作成名義の「発送物差止依頼書」（乙第１６号証の２）、Ｆ銀行が、Ｃに

対し、本件株券の送付手続が完了した旨を知らせる同月８日付けのＦ銀行作成名義の「株

券送付のご案内」（乙第１７号証）が作成されていることに照らすと、本件株券は本件合

意成立日以前に発行されたものの、本件合意成立日当日において、Ｃから原告へ、原告か

らＢへ現実に授受されたのではなく、Ｆ銀行からＣ宛てに直接送付されたものと推認する

のが相当である（このことは、乙の陳述書（甲第５１号証）において、乙が本件合意成立

日において本件株券を受領していない旨記載されていることとも符合する。）。 

 (ウ) そうすると、本件合意成立日において、本件合意書第２条第２項において規定され

たとおりに、本件合意成立日に本件株式譲渡価額の支払と引換えに原告が本件株券をＣに

引き渡したものとは認められず、本件合意書第２条第２項に基づく債務は現実には履行さ

れなかったものというべきである。それにもかかわらず、本件合意書の条項に従った上記

の各受領書が作成されているのは、本件合意成立日において、既に株式交換の効力が発生

していたために、原告に対し、本件Ｃ株式が割り当てられたものとして処理しようとした

本件合意書の記載内容に合わせるため、Ｃ、Ｂ又はＦ銀行の側で書式を用意し、乙もその

ような形式的処理に伴って必要となる書類であると理解して押印又は署名押印したもの

と推認するのが相当である。また、原告作成名義の「送付先指定書」（乙第１６号証の１）

の原告の名称及び住所の記載内容が一部不正確であること、Ｃ作成名義の「発送物差止依

頼書」（乙第１６号証の２）に記載されたＦ銀行の商号が不正確であることについても、

これらの書類が本件株券の交付と引換えに本件株式譲渡代金を支払うという形式に合わ

せるために作成された文書であるとすれば、その記載内容に一部不正確な点があり、その

ことに作成者らが気が付かなかったとしてもあながち不自然であるということもできな

い。 

したがって、上記の各受領書が作成されていることは、本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株

式であるという上記の認定を左右するものとはいえない。 

 ウ 本件端株の代金に関し、上記(3)ク(オ)のとおり、原告がＣから受領した１６万９５８８

円は、本件合意書２条４項に基づき原告が割り当てられた本件Ｃ株式のうちの本件端株の買

取代金であり、その金額は、本件合意書第２条第４項のとおり、Ｃの本件合意成立日の最終

の市場価格に相当する１株当たりの金額に０．３９を乗じた金額とされていることか認めら

れる。しかしながら、仮に原告が本件Ｃ株式を割り当てられたのであれば、１株当たりの買

取価格を定めさえすれば、端株の買取価格は自動的に算定することが可能であるにもかかわ

らず、本件合意書においては、１株当たりの買取価格については本件Ｂ株式の経済的価値を

基準とし、端株の買取価格についてはＣの市場価格を基準として異なる基準を用いている。

本件端株の買取価格について原告とＣとの間で具体的な交渉がされたことを認めるに足り

る証拠はなく、本件各合意書案として本件端株等の処理代金が原告に提案され、原告がそれ

に異議を述べなかったために確定したものと推認され、本件端株の買取代金は１０万円余で

あって本件株式譲渡価額に比較すると少額であり、市場価格という客観的な基準が用いられ
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ていることなどを併せ考慮すると、第２条第４項は、本件合意成立日の時点において、既に

株式交換の効力発生日が到来していたために、本件株式交換の効力の発生により、原告に対

し本件Ｃ株式が割り当てられたものとして処理しようとした本件合意書の体裁を整えるた

めに設けられた条項であり、真実とは合致していないものというべきであり、その条項に従

った履行がされていたとしても本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるという認定を左右

するものではないというべきである。 

 エ 以上のとおり、本件合意書は本件株式買取請求に基づき本件Ｂ株式の買取価格を合意し

たものであり、本件株式譲渡の対象は本件Ｂ株式であると認められる。 

(6) 法人税法６１条の２第１項は、内国法人が有価証券の譲渡をした場合に、その有価証券の

譲渡に係る対価の額がその有価証券の譲渡に係る原価の額を超えるときはその超える部分の

金額を譲渡利益額とし、その有価証券の譲渡に係る原価の額がその有価証券の譲渡に係る対価

の額を超えるときはその超える部分の金額を譲渡損失額とし、その譲渡に係る契約をした日の

属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定しているとこ

ろ、同項１号によれば、法人税法２４条１項の規定により同法２３条１項１号の受取配当等の

益金不算入に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金

額を控除した金額をその有価証券の譲渡に係る対価の額とするものとされている。 

 乙第４６号証によれば、本件Ｂ株式の取得価額は１億５５０８万３２５４円、本件みなし配

当額は１０億１３５３万８８６４円であると認められるから、本件株式譲渡については、「本

件株式譲渡に係る契約をした日」の属する事業年度の所得の金額の計算上、本件株式譲渡価額

である１０億５４２８万２０４４円、本件端株譲渡額の１６万７７００円及び本件端株式譲渡

額１８８８円の合計１０億５４４５万１６３２円から譲渡原価である本件Ｂ株式の取得価額

１億５５０８万３２５４円及び本件みなし配当額１０億１３５３万８８６４円を控除した１

億１４１７万０４８６円を譲渡損失額として損金の額に計上すべきこととなる。 

２ 争点(2)（本件株式譲渡に係る譲渡損益の算入時期）について 

(1) 法人税法６１条の２第１項は、内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係

る譲渡利益額又は譲渡損失額は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額

の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定しているところ、本件株式譲渡について、

「その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度」が平成１８年５月期であるのか、平成１９

年５月期であるのかが問題となる。 

(2) 法人税法６１条の２第１項において、有価証券の譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額が

「その譲渡に係る契約をした日」の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金

の額に算入することとされている趣旨は、有価証券の譲渡については、企業会計上も、売買契

約の約定日に有価証券の得喪があったものと認識すべきものとされており、税法上も、当該有

価証券の譲渡に係る契約が成立したときにその譲渡に係る所得も実現したものといえること

にあると考えられるところ、前記前提事実(5)のとおり、本件合意が締結され、本件株式譲渡

価額が支払われたのは平成１８年３月１０日であるから、本件株式譲渡について「その譲渡に

係る契約をした日」は同日であり、本件株式譲渡に係る譲渡損益額は、同日の属する事業年度

である平成１８年５月期の所得の計算上、益金又は損金の額に算入しなければならないという

べきである。 

(3) この点、原告は、平成１８年５月期には、本件株式譲渡についてＢとの間で譲渡の対象及
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び本件株式譲渡価額のうち源泉徴収義務の存否及びその額について合意が成立していなかっ

たから、本件株式譲渡に係る所得は実現していない旨主張する。 

しかしながら、上記１(3)キのとおり、本件合意成立日である平成１８年３月１０日の時点

において、本件株式譲渡の対象は本件株式買取請求の対象である本件Ｂ株式であることについ

ては原告とＢの間で合意が成立しており、本件株式譲渡の対象に関する争いがあったものとは

認められない。 

 また、本件株式譲渡価額は、本件みなし配当額に係るＢによる源泉徴収額が定まらなければ

定まらないというものではなく、むしろ、本件株式譲渡価額が決定され、その代金が現実に支

払われれば、これにより源泉徴収の要否及びその額が決定するという関係にあるというべきで

あるし、実際にも、上記１(3)キのとおり、本件合意成立日である平成１８年３月１０日の時

点において、本件株式譲渡価額を１０億５４２８万２０４４円とすることについては原告とＢ

の間で合意が成立しており、本件株式譲渡価額に関する争いがあったものとは認められない。

上記１(3)コのとおり、Ｂが本件株式譲渡の対象は本件Ｃ株式であると主張し始めたのは、本

件合意成立日以降のことであるから、本件合意成立日において原告とＢとが本件株式譲渡の対

象は本件Ｂ株式であることを合意していたという事実を左右するものとはいえない。 

(4) したがって、本件株式譲渡について「その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度」と

は、本件合意書の作成日及び本件株式譲渡の対価が支払われた日が本件株式譲渡に係る契約を

した日となると解すべきである。 

３ 争点(3)（やむを得ない事情の有無）について 

(1) 法人税法２３条７項の「やむを得ない事情」の有無 

ア 法人税法２３条１項は、内国法人が受ける配当等の額のうち一定の金額を内国法人の各事

業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定しているところ、同条６項は、

同条１項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する

明細の記載がある場合に適用する旨及びこの場合において同項の規定により益金の額に算

入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする旨規定している。同条７項

は、税務署長は、受取配当等の益金不算入額の全部又は一部につき同条６項の記載がない確

定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事

情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき、受取配当金の益金不算入規定を

適用することができる旨規定しているところ、「やむを得ない事情」には、外部的事実によ

って自己だけの力では到底確定申告書の記載をすることかできないような事情が該当する

というべきである。 

イ(ア) 原告が平成１８年５月期法人税確定申告書に法人税法２３条６項所定の記載をしな

かったのは、平成１８年３月１０日に本件株式譲渡に係る収益が発生していたにもかかわ

らず、平成１８年５月期の企業会計上の当期利益の計算においてこれを計上しないことと

したために、平成１８年５月期の法人税の計算において、確定申告上、益金不算入額を減

算する前提がなくなったことによるものである。そして、原告は、本件株式譲渡に係る収

益を平成１８年５月期の収益に計上しなかった理由として、本件株式譲渡が法人税法２４

条１項４号の「自己の株式の取得」に該当する取引か否かについて、原告とＢ及びＣとの

間で見解が一致しなかったことを主張する。 

(イ) しかしながら、法人税の計算は、適正な企業会計上の利益計算が前提となるものであ
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るところ、法人税法上の取扱いが原告にとって不明であったからといって、企業会計上、

本来計上すべき収益をあえて繰り延べることが許容されるものではない。 

また、原告は、当初から、本件株式譲渡の対象が本件Ｂ株式であるとの認識を有し、そ

れを前提として行動していたのであるから、平成１８年５月期において、本件株式譲渡に

よる対価を収益に計上することのみならず、法人税法２３条６項所定の記載をすべきであ

り、それが可能であったというべきである。 

ウ(ア) この点、原告は、Ｂとの間で本件みなし配当額及び源泉徴収すべき金額について紛争

が生じていたことをやむを得ない事情の一つとして挙げているところ、本件株式譲渡の相

手方であるＢとの間で本件株式譲渡の対象株式等に関する見解の相違があるとしても、そ

れが原告が本件みなし配当額の計上及び受取配当金の益金不算入規定の適用をすること

について客観的な障害事由となるものとはいえない（甲第４５号証の東京高等裁判所平成

２２年７月１５日付け判決は、宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定

申告をした納税者が、措置法３５条１項に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件

を満たすとして国税通期法２３条１項に基づいてした更正の請求に理由がない旨の通知

処分の取消訴訟において、納税者が確定申告書の提出前に再三にわたって税務署を訪れて

相談したが、特別控除は認められない旨の回答を受けたため、税理士と相談の上でやむな

く特別控除の適用を受けずに確定申告をしたが、その後更正の請求に及んだという事案で

あり、本件のように税務署に相談もせず、自己又は顧問税理士の判断に基づいて確定申告

をした事案とは異なるというべきである。）。 

(イ) また、原告は、Ｂの資本等の金額が明らかでなければ本件みなし配当額を計算するこ

とができず、Ｂから配当通知を受領できない限り原告は正確な税務申告をなし得ないこと

から、原告にはいかんともし難い外部的な事情に基づき法人税法２３条６項所定の記載を

することができなかったとして、平成１８年５月期法人税確定申告書に同項所定の記載が

なかったことにつき「やむを得ない事情」が認められる旨主張する。 

 法人税法施行令２３条４項は、株主等におけるみなし配当の額は、法人の資本金等の額

が明らかでなければ計算することができないため、法人の資本金等についての情報を有す

る法人について、株主等に対し、みなし配当額に相当する金額の１株当たりの金額を通知

することとしている。しかしながら、法人の資本金等の額は、当該法人でなければ知るこ

とができないものではないから、配当通知は、配当等を受ける株主の便宜のために法人に

義務付けられたものというべきであり、配当通知を受けていない場合であっても、法人の

資本金等の額が明らかになる資料を入手すれば、みなし配当額を受ける株主等の側におい

ても計算することが可能であるから、配当通知を受けていないからといって、受取配当金

の益金不算入を翌事業年度以降に繰り越すことはできないというべきである。本件につい

ても、甲第１２号証によれば、原告は、遅くとも平成１８年２月２０日までには、Ｂから

決算書、内訳書、確定申告書等を入手しており、Ｂの資本金等の額を把握することができ

たことが認められるから、平成１８年５月期の確定申告をする時点において本件みなし配

当額を計算することが可能であったというべきであり、現に、平成１９年５月期法人税確

定申告書においては、Ｂからの配当通知を受けないまま本件みなし配当額の計算を行った

ことが認められる。 

したがって、原告においては、Ｂからの配当通知を受けなくとも本件みなし配当額を計
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算することは可能であったのであるから、平成１８年５月期法人税確定申告書に同法２３

条６項所定の受取配当金の益金不算入金額及びその計算の明細を記載することは可能で

あったというべきである。 

(ウ) 原告は、昭和３０年通達は改正後の法人税法２３条７項の解釈についてもなお指針と

なると解すべきであり、原告が平成１９年５月期法人税確定申告書において、本件株式譲

渡価額を収益に計上し、本件みなし配当額を益金の額に算入するとともに、受取配当金の

益金不算入額を記載した平成１９年５月期法人税確定申告書を処分行政庁に提出してい

るから、原告が受取配当金の益金不算入を選択する意思は税務署に対して明確に周知され

ており、法人税法２３条７項のやむを得ない事情が認められる旨主張する。 

(エ) しかしながら、乙第４４号証によれば、昭和３０年通達は、「特別の事情」に係る当

時の執行上の取扱いを定めたものにすぎず、その法令解釈を示したものではないから、法

人税法２３条７項の「やむを得ない事情」に係る解釈指針にはなり得ないというべきであ

る。 

この点をおくとしても、乙第４５号証によれば、昭和３０年通達は、少なくとも昭和３

０年通達の定める事例に該当する場合については「特別の事情」には該当しないものとす

ることを定めたものであると認められるものの、昭和３０年通達に掲げられた事例に該当

しない場合について常に特別の事情があると認めるものと取り扱う趣旨であるとは認め

られないことは明らかである。したがって、原告の主張を採用することはできない。 

(2) 法人税法６８条３項の「やむを得ない事情」の有無 

ア 法人税法６８条１項は、内国法人が所得税法１７４条各号に規定する利子及び配当等の支

払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課される所得税の額を当該事業年度の所

得に対する法人税の額から控除する旨規定しているところ、法人税法６８条３項は、同条１

項の規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場

合に限り適用し、この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は当該金額と

して記載された金額を限度とする旨規定している。同条４項は、税務署長は、控除する所得

税の額の全部又は一部につき、同条３項の記載がない確定申告書の提出があった場合におい

ても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載

がなかった金額につき所得税額控除規定を適用することができる旨規定しているところ、

「やむを得ない事情」とは、法人税法２３条７項の場合と同様に、自己の力だけでは到底申

告の記載ができないような場合に該当する事情をいうものと解される。 

 この点、原告は、法人税法６８条４項の「やむを得ない事情」とは、当該申告がされなか

ったことが客観的にみて当該法人の責めに帰すべき事情に基づくものではなく、税額控除を

認めないとすれば当該法人にとって酷又は不当と認められる場合をいうと主張するが、この

ように納税者側が税額控除を認められることによる利益等を考慮すべきという見解は独自

のものであって採用することはできない。 

イ 本件において、原告は、本件株式譲渡価額の支払を平成１８年３月１０日に受けていると

ころ、そのうちの本件みなし配当額に係る所得税の額（本件所得税額）につき所得税額控除

規定を適用するのであれば、原則として、平成１８年５月期法人税確定申告書において本件

所得税額に係る所得税額控除額を記載して処分行政庁に提出すべきところ、平成１８年５月

期法人税確定申告書にはその旨の記載がない。したがって、原告は、平成１８年５月期の法
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人税について本件所得税額につき所得税額控除規定を適用することはできない。また、上記

(1)で述べたとおり、平成１８年５月期法人税確定申告書に原告が本件みなし配当額につい

て受取配当金の益金不算入額を記載しなかったことにつき、法人税法２３条７項に規定され

る「やむを得ない事情」は存しないところ、原告が平成１８年５月期法人税確定申告書に本

件所得税額に係る所得税額控除額を記載しなかったことについても、自己の力だけでは到底

申告の記載ができないような場合に該当する事情が存する事実は認められないから、法人税

法６８条４項の規定に基づき同条１項を適用することはできないというべきである。 

ウ この点、原告は、仮に本件において所得税額控除が認められないとすれば、原告は平成１

８年５月期の法人税について多額の法人税を支払いながら、他方で、Ｂからは源泉徴収額相

当額について返還請求を受ける可能性があるため原告にとって酷な結果となるとともに、税

務当局が源泉徴収相当額を原告及びＢから二重に徴収することとなり不当な結論になる旨

主張する。 

 しかしながら、法人税基本通達１６－２－３は、法人がその事業年度の開始の日前に支払

を受けた利子及び配当等に対する所得税に相当する金額につき、所得税法２２２条の規定に

よる支払の請求を受けた場合におけるその請求に対し支払をした所得税の額については、そ

の支払をした日の属する事業年度において所得税額控除規定を適用する旨定めており、仮に、

原告がＢから本件みなし配当額につき所得税を源泉徴収すべきものとして本件所得税額の

支払請求を受けることとなったとしても、その支払った本件所得税額については、支払をし

た事業年度において所得税額控除規定を適用することができるから、原告が二重の支払を強

いられる結果にはならないというべきである。したがって、この点に関する原告の主張を採

用することはできない。 

４ 争点(4)（益金不算入となるみなし配当額の記載をすべき時期）について 

(1) 法人税法２３条６項は、受取配当金の益金不算入規定の適用を受けるためには、確定申告

書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載をすることをその

適用条件とし、益金不算入となる配当等の金額が申告後に増加することが明らかになっても、

その申告書記載額を超えて益金不算入とすることがない旨を定めたものであり、法人が自ら正

確に益金不算入額を計算することを要求しているものと解される。 

 株式の譲渡が行われた場合、株式譲渡法人にあっては、企業会計上、その株式の譲渡に係る

対価の全額を収益の額として認識した上で当期利益等の額が算定される。他方、法人税法にお

いては、当該対価を受けた事由が法人税法２４条１項４号所定の「自己の株式の取得」に該当

する場合には、同条１項所定の金額は同法２３条１項１号の受取配当等の額とみなされるが、

同項所定の配当等の額の一定割合は、同条６項により、確定申告書に益金の額に算入されない

配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り益金不算入の適用要件を充足

したこととなり、同法２３条１項により、各事業年度の所得の計算上、益金の額に算入しない

こととされる。すなわち、法人税法２３条１項が「各事業年度の所得の金額の計算上」と規定

しているとおり、同条６項にいう「確定申告書」とは、受取配当金の益金不算入規定を適用し

ようとする収益が発生した当該事業年度に係る確定申告書であることを要件としているもの

と解される。 

(2) 本件においては、本件株式譲渡は平成１８年３月１０日に行われており、本件株式譲渡の

対価の全額を収益の額として認識した上で、原告の平成１８年５月期の利益の額が算定される
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こととなる。 

そして、原告が、本件株式譲渡による本件みなし配当額について、受取配当金の益金不算入

規定の適用を受けるためには、その適用を受けようとする収益が発生した当該事業年度である

平成１８年５月期の法人税確定申告書に、受取配当等の益金不算入額及びその計算の明細の記

載をしなければ法人税法２３条６項の適用要件を満たしたことにはならないところ、原告の平

成１８年５月期法人税確定申告書には受取配当等の益金不算入額及びその計算の明細に関す

る記載はされていないから、本件において法人税法２３条６項の要件を満たすものとはいえな

い。 

(3)ア 原告は、本件最高裁判決を引用して本件みなし配当額の申告時期が翌事業年度にずれた

点について原告の過失があったとしても、原告の受取配当金の益金不算入適用の意思が明確

である以上、法人税法２３条６項の適用要件を満たしており、原告が意図した全額について

受取配当金の益金不算入の適用を受けられると解すべきであり、本件みなし配当額を前提と

した所得税額控除規定についても同法６８条３項の規定を満たす旨主張する。 

 イ しかしながら、本件最高裁判決は、法人税法（平成１５年法律第８号による改正前のも

の）６８条１項に基づき配当等に係る所得税を控除するに当たり、その計算を誤ったために

控除すべき金額を過少に記載したとして納税者が更正の請求を行った事案であるところ、納

税者は、提出した確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に、その所有する

株式の全銘柄を記載し、配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課された所得税

額を各銘柄別に全て記載するなど、確定申告においてその所有する全銘柄に係る所得税額を

対象として法令に基づき正当に計算される金額につき所得税額控除を求める意思であった

ことが確定申告書の記載からも見て取れると認定した事案である。したがって、本件最高裁

判決は、本件のように収益を計上すべき事業年度であることを認識していながら、当該事業

年度の確定申告書に、自己の選択により収益を計上せず、益金不算入及び所得税額控除を求

めなかった事案とは前提を異にしており、本件のような場合に益金不算入規定及び所得税額

控除規定の適用を認めるものでない。したがって、原告の主張を採用することはできない。 

５ 本件各処分の適法性 

(1) 本件法人税各更正処分について 

ア 本件株式譲渡は本件Ｂ株式を対象とするものであるが、本件株式譲渡は本件合意成立日で

ある平成１８年３月１０日に行われ、同日に本件株式譲渡価額が支払われているから、本件

株式譲渡価額は平成１８年５月期の収益として計上すべきことになる。そして、本件株式譲

渡は法人税法２４条１項４号の自己株式の取得に該当するため、同項１号によりその一部に

ついては本件みなし配当額が生ずることになるが、原告の平成１８年５月期法人税確定申告

書には受取配当金の益金不算入金額の記載がないため、法人税法２３条６項の要件を満たし

ておらず、同項の要件を満たさなかったことについても同条７項のやむを得ない事情があっ

たとは認められない。 

イ 以上を前提に原告の本件各事業年度について計算すると、別紙４の(1)のとおり、原告の

平成１８年５月期の所得金額は８億８５８８万３７２９円、納付すべき税額は２億８８４１

万７９００円、平成１９年５月期の所得金額は１億０５７１万９３３３円、納付すべき税額

は２７１４万５８００円となるところ、平成１８年５月期法人税更正処分における納付すべ

き税額は、平成１８年５月期に納付すべき税額を下回るため平成１８年５月期法人税更正処
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分は適法であるが、平成１９年５月期法人税更正処分における納付すべき税額は平成１９年

５月期に納付すべき税額を上回るため、平成１９年５月期法人税更正処分の上記税額を上回

る部分は違法である。 

ウ なお、原告は、本件法人税各更正処分の当時、法人税額に加算していなかった課税留保金

額に対する法人税額を加算し、それに伴い過少申告加算税を増額することは許されない旨主

張するが、更正処分によって確定された税額が総額において租税実体法の規定を適用した結

果客観的に定まる税額を超えていない限り当該更正処分は適法であるというべきであるか

ら、原告の主張を採用することはできない。 

(2) 本件法人税各賦課決定処分について 

ア 本件各事業年度について、本件法人税各更正処分により納付すべき税額の計算の基礎とな

った事実が本件法人税各更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて

は、国税通則法６５条４項に定める正当な理由があるとは認められないから、新たに納付す

べきこととなった法人税額については、過少申告加算税が課されることになる。 

イ したがって、原告に課すべき法人税の過少申告加算税の額は、別紙４の(2)とおり、平成

１８年５月期は４３８４万２５００円、平成１９年５月期は４５６万４０００円となり、平

成１８年５月期法人税賦課決定処分における過少申告加算税額は上記金額を下回るため適

法であるが、平成１９年５月期法人税賦課決定処分における過少申告加算税額は上記金額を

上回るため、平成１９年５月期法人税賦課決定処分の上記税額を上回る部分は違法である。 

(3) 本件消費税等更正処分について 

ア 消費税法３０条６項は、課税売上割合とは、事業者が課税期間中に国内において行った資

産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行っ

た課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計

算した割合をいう旨規定し、同項の委任を受けた消費税法施行令４８条５項は、事業者が同

法別表第一２号に規定する有価証券、同法施行令９条１項１号に掲げる旧商法２２０条１項

に規定する端数の部分並びに同項２号及び３号に掲げる権利（有価証券等）の譲渡をした場

合には、当該有価証券等の譲渡の対価の額の１００分の５に相当する金額を課税売上割合の

計算上、資産の譲渡等の対価の額とする旨規定している。 

しかしながら、自己株式の取得は消費税法４条１項に規定する「資産の譲渡等」には該当

せず、消費税の課されない取引であるから、消費税法３０条６項の課税売上割合を計算する

に際しては、資産の譲渡等の対価の額に算入する必要がないことになる。 

イ 以上に基づいて、本件課税期間について納付すべき消費税額及び譲渡割額を計算すると、

別紙４の(3)のとおり、納付すべき消費税額は２３７万１８００円、譲渡割額は５９万２９

００円となるところ、本件消費税等更正処分における納付すべき消費税額及び譲渡割額は、

上記の各金額を上回るから、本件消費税等更正処分のうち上記の各金額を上回る部分は違法

である。 

(4) 本件消費税等賦課決定処分について 

ア 本件課税期間について、本件消費税等更正処分により納付すべき消費税額及び譲渡割額の

計算の基礎となった事実が本件消費税等更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかっ

たことについては、国税通則法６５条４項に定める正当な理由があるとは認められないから、

新たに納付すべきこととなった消費税等の額については、過少申告加算税が課されることに
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なる。 

イ したがって、原告に課すべき消費税等の過少申告加算税の額は、別紙４の(4)のとおり、

４万２０００円となるところ、本件消費税等賦課決定処分における過少申告加算税額は上記

金額を上回るため、本件消費税等賦課決定処分の上記税額を上回る部分は違法である。 

(5) 請求の趣旨との関係について 

 原告は、本件訴訟の請求の趣旨について、原告が本件各処分の違法事由として主位的に主張

するものに基づく請求を主位的請求とし、予備的に主張するものに基づく請求を予備的請求と

して構成しているところ、課税処分の取消しの訴えにおいては、課税処分の違法事由ごとに訴

訟物が異なるものではないから、その理由いかんにかかわらず、本件各処分について、申立て

中最も広い範囲で取消しを求める請求が存在するものと解するのが相当である。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由

がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６４条

ただし書を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 内野 俊夫 

   裁判官 日暮 直子 



37 

（別紙１） 

関係法令の定め等 

１ 旧商法（平成１７年法律第８７号による改正前の商法） 

(1) 株式交換の意義等（３５２条） 

ア １項 

会社ハ其ノ一方ガ他方ノ発行済株式ノ総数ヲ有スル会社（以下之ヲ完全親会社ト、他方ヲ完全

子会社ト称ス）トナル為株式交換ヲ為スコトヲ得 

イ ２項 

株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社ノ株主ノ有スル其ノ会社ノ株式ハ次条第二項第六号

ノ日ニ於テ株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ニ移転シ、其ノ完全子会社トナル会社ノ株主

ハ其ノ完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ際シテ発行スル新株ノ割当ヲ受クルコトニ因リ其ノ

日ニ於テ其ノ会社ノ株主トナル 

ウ ３項 

 株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ハ次条第二項第六号ノ日ニ於テ株式交換契約書ノ記

載ニ従ヒ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社（以下本項ニ於テ発行会社ト称ス）ノ発行シタ

ル新株予約権（新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ除ク）ニ係ル義務ヲ承継ス但シ発行会社

ガ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ左ノ事項ヲ定メ且次条第二

項第四号ノ二ノ規定ニ基ク株式交換契約書ノ記載ガ第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ沿フモノ

ナルトキニ限ル 

(ア) １号 

発行会社ヲ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社トスル株式交換ヲスルニ際シテ新株予

約権ニ係ル義務ヲ其ノ株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ニ承継セシムルコト 

(イ) ２号 

前号ノ場合ニ於ケル新株予約権ノ目的タル完全親会社トナル会社ノ株式ノ種類及数並ニ其

ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項ノ決定ノ方

針 

(2) 株式交換契約書の株主総会の特別決議による承認（３５３条） 

ア １項 

会社ガ株式交換ヲ為スニハ株式交換契約書ヲ作リ株主総会ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス 

イ ２項 

株式交換契約書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 

(ア) １号ないし５号 略 

(イ) ６号 

株式交換ノ日 

(ウ) ７号 略 

ウ ３項ないし７項 略 

(3) 反対株主への株式買取請求権の付与（３５５条） 

ア １項 

 第三百五十三条第一項ノ株主総会ニ先チ会社ニ対シ書面ヲ以テ株式交換ニ反対ノ意思ヲ通知

シ且総会ニ於テ株式交換契約書ノ承認ニ反対シタル株主ハ会社ニ対シ自己ノ有スル株式ヲ承認
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ノ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格ヲ以テ買取ルベキ旨ヲ請求スルコトヲ得 

イ ２項 

第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三及第二百四十五条ノ四ノ規定ハ前項ノ場合ニ

之ヲ準用ス 

(4) 株式買取の方式（２４５条の３） 

ア １項及び２項 略 

イ ３項 

株式ノ価格ノ決定ニ付株主ト会社トノ間ニ協議調ヒタルトキハ会社ハ決議ノ日ヨリ九十日内

ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ要ス 

ウ ４項 

決議ノ日ヨリ六十日内ニ協議調ハザルトキハ株主ハ其ノ期間経過後三十日内ニ裁判所ニ対シ

価格ノ決定ヲ請求スルコトヲ得 

エ ５項 略 

オ ６項 

株式ノ代金ノ支払ハ株券ト引換ニ之ヲ為スコトヲ要ス株式ノ移転ハ代金ノ支払ノ時ニ其ノ効

力ヲ生ズ 

(5) 株式買取請求の失効（２４５条の４） 

第二百四十五条ノ二第一項ニ規定スル株主ノ請求ハ会社ガ第二百四十五条第一項ニ掲グル行為

ヲ中止シタルトキハ其ノ効力ヲ失フ株主ガ前条第四項ノ期間内ニ同項ノ請求ヲ為サザルトキ亦同

ジ 

(6) 公告及び株主への通知（３５９条） 

ア １項 

完全子会社トナル会社ハ第三百五十三条第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ其ノ旨並ニ株式交換

ノ日ノ前日迄ニ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨及株式交換ノ日ニ於テ株券ハ無効トナル旨ヲ其ノ日

ノ一月前ニ公告シ且株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ

要ス 

イ ２項 

 第二百十六条ノ規定ハ第三百五十三条第一項ノ決議ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス 

２ 法人税法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの） 

(1) 受取配当等の益金不算入（２３条） 

ア １項 

 内国法人が受ける次に掲げる金額（外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受

ける第１号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。）のうち、連結法

人株式等（連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下略）及び関係法人株式

等のいずれにも該当しない株式等（株式、出資又は受益証券をいう。以下略）に係る配当等の額

の１００分の５０に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各

事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 

(ア) １号 

 利益の配当（商法第２９３条の５第１項（中間配当）又は資産の流動化に関する法律第１０

２条第１項（中間配当）に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定
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めるものを含む。以下略）又は剰余金の分配（出資に係るものに限る。以下略）の額 

(イ) ２号及び３号 略 

イ ２項ないし５項 略 

ウ ６項 

第１項及び第２項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に

関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の

額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。 

エ ７項 

税務署長は、第１項及び第２項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又

は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかった

ことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき第１項及

び第２項の規定を適用することができる。 

オ ８項 略 

(2) 配当等の額とみなす金額（２４条） 

ア １項 

法人（公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下略）の株主等である内国法人が当該法人

の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭

以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交

付の基因となった当該法人の株式（出資を含む。以下略）に対応する部分の金額を超えるときは、

この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額

とみなす。 

(ア) １号ないし３号 略 

(イ) ４号 

自己の株式又は出資の取得（証券取引所の開設する市場における購入による取得（中略）を

除く。） 

(ウ) ５号及び６号 略 

イ ２項及び３項 略 

(3) 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入（６１条の２） 

ア １項 

内国法人が有価証券の譲渡（当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分

割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下略）をした場合に

は、その譲渡に係る譲渡利益額（第１号に掲げる金額が第２号に掲げる金額を超える場合におけ

るその超える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額（同号に掲げる金額が第１号に掲げる金額を

超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）は、その譲渡に係る契約をした日の属する

事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 

(ア) １号 

その有価証券の譲渡に係る対価の額（第２４条第１項（配当等の額とみなす金額）の規定に

より利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額

に相当する金額を控除した金額） 

(イ) ２号 
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その有価証券の譲渡に係る原価の額（その有価証券についてその内国法人が選定した１単位

当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額（算出の方法を選定しなかった場合又は選

定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出し

た金額）にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。） 

イ ２項ないし１６項 略 

(4) 所得税額の控除（６８条） 

ア １項 

 内国法人が各事業年度において所得税法第１７４条各号（内国法人に係る所得税の課税標準）

に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金（以下この

条において「利子及び配当等」という。）の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定に

より課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の

額から控除する。 

イ ２項 略 

ウ ３項 

第１項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する

明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべ

き金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。 

エ ４項 

税務署長は、第１項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書

の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認

めるときは、その記載がなかった金額につき第１項の規定を適用することができる。 

３ 法人税法施行令（平成１８年政令第１２５号による改正前のもの） 

所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等（２３条） 

ア １項 

法第２４条第１項（配当等の額とみなす金額）に規定する株式に対応する部分の金額は、同項

に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 

(ア) １号ないし３号 略 

(イ) ４号 

 法第２４条第１項第４号から第６号までに掲げる事由（以下この号において「自己株式の取

得等」という。） 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

ａ イ 

 当該自己株式の取得等をした法人（以下この号において「取得等法人」という。）が一の

種類の株式を発行していた法人（口数の定めがない出資を発行する法人を含む。）である場

合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等

の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第２４条第１項に規定する内国法人

が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて

計算した金額 

ｂ ロ 

 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当

該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る
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種類資本金額（第８条第２項（資本金等の額）に規定する種類資本金額をいう。）を当該直

前の当該種類の株式（当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。）の総数で除し、

これに法第２４条第１項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当

該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額を合計した金額 

イ ２項及び３項 略 

ウ ４項 

法第２４条第１項に規定する法人（当該法人が同項第１号に掲げる合併に係る被合併法人であ

る場合にあっては、当該合併に係る合併法人）は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する

株主等である内国法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合には、当該内国法人に対し、次

に掲げる事項を通知しなければならない。 

(ア) １号 

当該金銭その他の資産の交付の基因となった法第２４条第１項各号に掲げる事由及びその

事由の生じた日 

(イ) ２号 

前号の事由に係るみなし配当額（法第２４条第１項の規定により利益の配当又は剰余金の分

配の額とみなされる金額をいう。）に相当する金額の１株（出資については、１口）当たりの

金額 

エ ５項 略 

４ 所得税法（平成１９年法律第６号による改正前のもの） 

(1) 源泉徴収義務（２１２条） 

ア １項及び２項 略 

イ ３項 

内国法人に対し国内において第１７４条各号（内国法人に係る所得税の課税標準）に掲げる利

子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金（これらのうち第１７６

第１項（信託財産に係る利子等の課税の特例）の規定に該当するものを除く。）の支払をする者

は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞

金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しな

ければならない。 

ウ ４項及び５項 略 

(2) 徴収税額（２１３条） 

ア １項 略 

イ ２項 

前条第３項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金

額とする。 

(ア) １号 略 

(イ) ２号 

前条第３項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に１００分の２０の税率を乗じて

計算した金額 

(ウ) ３号 略 

５ 租税特別措置法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下「措置法」という。） 
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株式交換又は株式移転に係る課税の特例（６７条の９） 

ア １項 

特定子会社（株式交換又は株式移転（以下この項及び次項において「株式交換等」という。）

により商法第３５２条第１項の完全子会社となる法人をいう。以下この条において同じ。）の株

主である法人が、その有する特定子会社の株式（以下この項及び次項において「特定子会社株式」

という。）につき株式交換等による移転があった場合において、当該株式交換等により特定親会

社（株式交換等により同法第３５２条第１項の完全親会社となる法人をいう。以下略）から新株

の割当て（当該株式交換等による金銭又は金銭及び当該新株以外の資産（以下この項において「交

付金銭等」という。）の交付を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。）を受けたと

きは、当該株式交換等に係る交換時（同法第３５２条第２項又は第３６４条第２項の規定により

特定子会社の株主が特定親会社の株主となる時をいう。以下略）の直前における当該法人の当該

特定子会社株式の帳簿価額（その割当てに交付金銭等が含まれている場合には、当該特定子会社

株式の譲渡による利益の額又は損失の額を加算し、又は減算した金額。以下この項において「直

前の旧株の簿価」という。）を、その交換時における当該特定子会社株式の価額とみなして、当

該法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。 

(ア) １号 

当該新株の割当てに係る株式交換等による当該特定親会社の当該特定子会社株式の受入価

額が当該法人の直前の旧株の簿価に相当する金額として政令で定める金額以下となっている

こと。 

(イ) ２号 

イ及びロに掲げる金額の合計額のうちにイに掲げる金額の占める割合が１００分の９５以

上であること。 

イ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から割当てを受けた新株

のその交換時における価額（次項において「新株の価額」という。）の総額 

ロ 当該特定子会社の株主が当該株式交換等により当該特定親会社から交付を受けた金銭の

額（次項において「交付金額」という。）の総額及び当該特定親会社から交付を受けた資産

（当該特定親会社から交付を受けた金銭及び割当てを受けた新株を除く。）のその交換時に

おける価額（次項において「交付資産額」という。）の総額の合計額 

イ ２項及び３項 略 

６ 消費税法（平成２３年法律第８２号による改正前のもの） 

仕入れに係る消費税額の控除（３０条） 

ア １項 

事業者（第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）が、

国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第４５条第１項第２号に掲げる課税

標準額に対する消費税額（以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。）から、

当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係る支払対

価の額に１０５分の４を乗じて算出した金額をいう。以下略）及び当該課税期間における保税地

域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。

以下略）につき課された又は課されるべき消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。以下略）
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の合計額を控除する。 

(ア) １号 

 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日 

(イ) ２号 

保税地域から引き取る課税貨物につき第４７条第１項の規定による申告書（同条第３項の場

合を除く。）又は同条第２項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物（第

６項において「一般申告課税貨物」という。）を引き取った日 

(ウ) ３号 

 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合（当該特例申告書に記載す

べき第４７条第１項第１号又は第２号に掲げる金額につき決定（国税通則法第２５条（決定）

の規定による決定をいう。以下略）があった場合を含む。以下略） 当該特例申告書を提出し

た日又は当該申告に係る決定（以下「特例申告に関する決定」という。）の通知を受けた日 

イ ２項ないし５項 略 

ウ ６項 

第１項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、

当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提

供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消

費税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。以下略）に相当する額がある場合

には、当該相当する額を含む。）をいい、第１項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨

物とは、保税地域から引き取った一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関

する決定に係る課税貨物をいい、第２項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期

間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額（第２８条第１項に規定する対価の額をいう。

以下略）の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等

の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。 

エ ７項ないし１０項 略 

７ 消費税法施行令（平成１８年政令１２９号による改正前のもの） 

課税売上割合の計算方法（４８条） 

ア １項ないし４項 

イ ５項 

 事業者が法別表第一第２号に規定する有価証券（第９条第２項に規定するゴルフ場利用株式等

を除く。）、第９条第１項第１号に掲げる端数の部分並びに同項第２号及び第３号に掲げる権利

（以下この項において「有価証券等」という。）の譲渡をした場合（当該譲渡が第２項第３号に

掲げる現先取引債券等の譲渡又は第３項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を

除く。）には、当該譲渡に係る第１項第１号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証

券等の譲渡の対価の額の１００分の５に相当する金額とする。 

ウ ６項 略 

８ 法人税基本通達（平１９課法２－３による改正前のもの） 

(1) 利益の配当等の帰属の時期（２－１－２７）（乙第２８号証） 

法人が他の法人から受ける利益の配当、中間配当（商法第２９３条ノ５第１項《中間配当》、資
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産の流動化に関する法律第１０２条第１項《中間配当》又は旧資産流動化法第１０２条第１項《中

間配当》に規定する金銭の分配をいう。）、剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分

配（以下２－１－３１までにおいてこれらを「利益の配当等」という。）の額は、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に掲げる日の属する事業年度の収益とする。ただし、その利益の配当等の額が

外国法人から受けるものである場合において、当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国

又は地域の利益の配当等に関する法令にその確定の時期につきこれと異なる定めがあるときは、当

該法令に定めるところにより当該利益の配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度の収

益とする。 

ア (1)ないし(3) 略 

イ (4) 

法第２４条《配当等の額とみなす金額》の規定によるみなし配当については、次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める日 

(ア) イ及びロ 略 

(イ) ハ 

資本若しくは出資の減少、株式（出資を含む。以下２－１－２７において同じ。）の消却、

自己の株式の取得又は社員の退社若しくは脱退によるものについては、これらの事実があった

日 

(ウ) ニ 略 

(2) 支払請求に基づき支払った所得税の控除（１６－２－３）（乙第３２号証） 

 法人がその事業年度開始の日前に支払を受けた法第６８条《所得税額の控除》に規定する利子及

び配当等に対する所得税に相当する金額につき、所得税法第２２２条《不徴収税額の支払金額から

の控除及び支払請求等》の規定による控除又は支払の請求を受けた場合におけるその控除された又

はその請求に対し支払をした所得税の額については、その控除又は支払をした日の属する事業年度

又は連結事業年度において法第６８条又は第８１条の１４《連結事業年度における所得税額の控

除》の規定を適用する。 
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（別紙２） 

本件法人税各更正処分等の根拠及び適法性 

(1) 本件法人税各更正処分の根拠 

 被告が、本件訴訟において主張する原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき

税額は、それぞれ別表４のとおりであり、各項目の金額は次に述べるとおりである。 

ア 平成１８年５月期 

(ア) 所得金額 ８億８５０８万４５０６円 

 上記金額は、次のａの金額にｂ及びｃの金額を加算し、ｄの金額を減算した金額である。 

ａ 申告所得金額 △１３１０万４３１０円 

上記金額は、原告が処分行政庁に対して平成１８年７月３１日に提出した平成１８年５月期

の法人税の確定申告書（以下「平成１８年５月期法人税確定申告書」という。）に記載された

所得金額である。 

ｂ 有価証券の譲渡益の計上漏れ ８億９９３６万８３７８円 

上記金額は、原告が、本件合意書に基づきＢに対して行った本件株式譲渡の対価の額１０億

５４２８万２０４４円（以下「本件株式譲渡価額」という。）と、同じく同合意書に基づきＣ

に対して譲渡した端数株式の譲渡対価の額１６万９５８８円（端株の譲渡対価の額１６万７７

００円と、１株の１００分の１未満の端数株式の譲渡対価の額１８８８円との合計額）との合

計額１０億５４４５万１６３２円から、その譲渡した株式の原価と認められる額１億５５０８

万３２５４円を差し引いた金額であり、法人税法６１条の２（平成１８年法律第１０号による

改正前のもの。）第１項の規定により平成１８年５月期の益金の額に算入される。 

ｃ 交際費等の損金不算入額 ４万１４３８円 

 上記金額は、原告が確定した決算において計上した交際接待費の額１８７万４２２９円と本

件課税期間の課税売上割合の減少に伴い増加した控除対象外消費税額等（平成元年直法２－１

「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」１(6)参照）の額のうち交際費等に係る

ものの額３万９２９４円（別表５の⑯欄参照）との合計額１９１万３５２３円を基に、租税特

別措置法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下「措置法」という。）６１条の

４の規定により再計算し、新たに算出された金額であり、損金の額に算入されない。 

ｄ 雑損失として損金の額に算入される金額 １２２万１０００円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 控除対象外消費税額等に係る損金算入額 ９８万９３７７円 

 上記金額は、本件消費税更正処分により生じた控除対象外消費税額等の額１７７万１６２

０円と原告が平成１８年５月期において損金の額に算入した控除対象外消費税額等の額７

８万２２４３円との差額であり、雑損失として損金の額に算入される金額である（別表５の

⑪ないし⑬欄参照）。

(b) 本件消費税等更正処分により増加する雑損失の額 ２３万１６２３円 

上記金額は、本件消費税等更正処分により増加する消費税等の額１２２万１０００円と同

更正処分によって増加する控除対象外消費税額等の額９８万９３７７円との差額であり、雑

損失として損金の額に算入される金額である。 

(イ) 所得金額に対する法人税額 ２億６４８８万５２００円 

上記金額は、上記(ア)の所得金額（国税通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の
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端数金額を切り捨てた後の金額。以下同じ。）に法人税法６６条（平成１８年法律第１０号によ

る改正前のもの。）に定める税率（ただし、平成１８年法律第１０号による廃止前の経済社会の

変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律１６条１項を

適用した後のもの。）を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 課税留保金額に対する法人税額 ８８３万９２００円 

上記金額は、平成１８年５月期法人税確定申告書に記載された留保所得金額△９６４７万５９

５１円に、前記(ア)ｂの金額を加算し、同(ア)ｄの金額を減算して算出した８億０１６７万１４

２７円が原告の留保所得金額となるところ、当該金額につき法人税法６７条（平成１８年法律第

１０号による改正前のもの。以下同じ。）及び国税通則法１１８条１項の各規定に基づき算出し

た課税留保金額６８９２万８０００円に対し、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて計算

した金額である。 

(エ) 法人税額から控除される所得税額等 ４０３万８９５０円 

上記金額は、法人税法６８条１項（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。）の規定に

より所得に対する法人税の額から控除される金額である。 

(オ) 納付すべき税額 ２億６９６８万５４００円 

 上記金額は、前記(イ)及び(ウ)の合計金額から上記(エ)の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。以下同じ。）であ

る。 

(カ) 還付所得税額 ４０３万８９５０円 

 上記金額は、平成１８年５月期法人税確定申告書に記載された還付所得税額の金額である。 

(キ) 差引納付すべき税額 ２億７３７２万４３００円 

 上記金額は、前記(オ)の金額と上記(カ)の金額を合計した金額である。 

イ 平成１９年５月期 

(ア) 所得金額 １億０５９２万２２０４円 

 上記金額は、次のａの金額にｂないしｇの金額を加算し、ｈないしｋの金額を控除した金額で

ある。 

ａ 申告所得金額 ５億７４２０万５３５５円 

 上記金額は、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載された所得金額である。 

ｂ 有価証券の譲渡損の計上過大額 １億１４３４万００７４円 

上記金額は、原告が、有価証券の譲渡損として、平成１９年５月期の損金の額に算入した金

額であり、本件合意書に基づきＢから受領した本件株式譲渡価額のうち原告が法人税法２４条

１項４号所定の配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円を控

除した後の金額４０７４万３１８０円から、原告が有していたＢの株式（以下「本件Ｂ株式」

という。）の帳簿価額１億５５０８万３２５４円を減算して算出したものであるが、前記ア(ア)

ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が行われたのは平成１８年５月期においてであり、平成１９

年５月期の損金の額に算入されない。 

ｃ 受取配当等の益金不算入額の過大額 ５億０６７６万９４３２円 

 上記金額は、原告が、平成１９年５月期において、益金不算入の対象となる受取配当等の金

額を１０億６５００万７８６２円として、法人税法２３条１項に基づき算出した益金不算入額

５億２８３１万３０８１円と、上記受取配当等の金額から原告が法人税法２４条１項４号所定
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の配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円を控除して再計算

して算出した益金不算入額２１５４万３６４９円との差額であり、本件株式譲渡価額には配当

等の額とみなされる部分の金額がないことから、益金の額に算入される。 

ｄ 租税公課の計上過大額 ２億０２７０万７７７２円 

上記金額は、原告が配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円

に対して課される所得税額に該当するとして、租税公課として損金の額に算入した金額であり、

本件株式譲渡価額には配当等とみなされる部分の金額がないため、これに係る所得税額は発生

せず、損金の額に算入されない。 

ｅ 交際費等の損金不算入額 ４６９７円 

上記金額は、原告が確定した決算において計上した交際接待費の額２９６万５６６３円と平

成１８年６月１日から平成１９年５月３１日までの課税期間（以下「平成１９年５月課税期間」

という。）の課税売上割合の減少に伴い増加した控除対象外消費税額等（平成元年直法２－１

「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」１(6)参照）の額のうち交際費等に係る

ものの額４万６９６２円（別表５の⑯欄参照）との合計額３０１万２６２５円を基に、措置法

６１条の４（平成２０年法律第２３号による改正前のもの。）の規定により再計算し、新たに

算出された金額であり、損金の額に算入されない。 

ｆ 雑収入の計上漏れ １８５円 

上記金額は、平成１９年５月課税期間消費税等更正処分に伴い増加した控除対象外消費税額

等の額３万６３８５円と同更正により増加する納付すべき消費税等の額３万６２００円との

差額であり、雑収入として益金の額に算入される。 

ｇ 欠損金額の当期控除額過大 １３１０万４３１０円 

上記金額は、原告が前期から繰り越された欠損金額として損金の額に算入した金額であると

ころ、平成１８年５月期法人税更正処分に伴い、上記の前期から繰り越された欠損金額は０円

となるので、平成１９年５月期の損金の額に算入されない。 

ｈ 受取配当の過大計上額 １０億１３５３万８８６４円 

上記金額は、本件株式譲渡価額のうち、配当等とみなされる部分の金額として、益金の額に

算入した金額であり、前記ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が行われたのは平成１８年５月期

においてであるから、平成１９年５月期の益金の額に算入されない。 

ｉ 雑損失として損金の額に算入される金額 ３万６３８５円 

上記金額は、平成１９年５月課税期間消費税等更正処分により生じた控除対象外消費税額等

の額１６２万２３７３円と原告が平成１９年５月期において損金の額に算入した控除対象外

消費税額等の額１５８万５９８８円との差額であり、雑損失として損金の額に算入される（別

表５の⑪ないし⑬欄参照）。 

ｊ 事業税の損金算入額 ８８９２万６６００円 

上記金額は、平成１８年５月期法人税更正処分に伴い増加する事業税相当額であり、平成１

９年５月期の損金の額に算入される。 

ｋ 法人税額から控除される所得税額の過大額 ２億０２７０万７７７２円 

 上記金額は、原告が、法人税額から控除される所得税額として、平成１９年５月期の所得金

額に加算した金額２億０６６３万７６０６円のうち、本件株式譲渡価額のうち配当等の額とみ

なす金額とした金額に対応する部分の金額であり、本件株式譲渡について配当等の額とみなさ
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れる部分の金額が存在しないことから、所得金額に加算されないものである。 

(イ) 所得金額に対する法人税額 ３１１３万６６００円 

上記金額は、上記(ア)の所得金額に法人税法６６条（平成１９年法律第６号による改正前のも

の。）に定める税率を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 課税留保金額に対する法人税額 ０円 

上記金額は、法人税法６７条（平成１９年法律第６号による改正前のもの。）及び国税通則法

１１８条１項の各規定に基づき計算したものであり、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載

された留保所得金額８億１０４２万７５２４円に、前記(ア)ｂ、ｄ及びｆの金額を加算し、同(ア)

ｈないしｊの金額を減算して算出した２４９７万３７０６円から、法人税額及び住民税額を減算

した当期留保金額が０円となることに伴い、０円となったものである。 

(エ) 法人税額から控除される所得税額等 ３９２万９８３４円 

上記金額は、原告が法人税法６８条１項の規定により所得に対する法人税の額から控除される

金額とした２億０６６３万７６０６円から、前記(ア)ｋの金額２億０２７０万７７７２円を控除

した金額である。 

(オ) 納付すべき税額 ２７２０万６７００円 

上記金額は、前記(イ)及び(ウ)の合計額から上記(エ)の金額を差し引いた金額である。 

(カ) 還付所得税額 １８５０万１９０６円 

上記金額は、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載された還付所得税額である。 

(キ) 差引納付すべき税額 ４５７０万８６００円 

 上記金額は、前記(オ)の金額と上記(カ)の金額の合計額である。 

(2) 本件法人税各更正処分の適法性 

ア 被告が、本件訴訟において主張する原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべ

き法人税額は、上記(1)で述べたとおり、それぞれ次のとおりである。 

(ア) 所得金額 

平成１８年５月期     ８億８５０８万４５０６円 

平成１９年５月期     １億０５９２万２２０４円 

(イ) 納付すべき税額 

平成１８年５月期     ２億６９６８万５４００円 

 平成１９年５月期       ２７２０万６７００円 

イ 本件法人税各更正処分に係る原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき法

人税額は、それぞれ次のとおりである（別表１及び２の各「更正処分」欄参照）。 

(ア) 所得金額 

平成１８年５月期     ８億８５０８万４５０６円 

平成１９年５月期     １億０５９２万２２０４円 

(イ) 納付すべき税額 

平成１８年５月期     ２億６９６８万５４００円 

 平成１９年５月期       ２７２０万６７００円 

ウ 被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき税

額は、前記アのとおりであり、上記イで述べた各金額と同額であるから、本件法人税各更正処分は

いずれも適法である。 
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(3) 本件法人税各賦課決定処分の根拠 

 上記(2)のとおり、本件法人税各更正処分はいずれも適法であるところ、本件法人税各更正処分に

より新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、本件法人税各更正処分前における税額

の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは

認められない。 

 したがって、原告の本件各事業年度の法人税に係る過少申告加算税の各金額は次のとおりとなる。 

ア 平成１８年５月期 ４１０３万３０００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 平成１８年５月期更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額２億７３７２

万円（国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以

下同じ。）に１００分の１０の割合（平成１８年法律第１０号による改正前の国税通則法６５条

１項）を乗じて算出した金額２７３７万２０００円 

(イ) 平成１８年５月期更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額２億７３７２

万円のうち国税通則法６５条３項に規定する期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのい

ずれか多い金額である５０万円を超える部分の額２億７３２２万円に対して１００分の５の割

合（国税通則法６５条２項）を乗じて算出した金額１３６６万１０００円 

イ 平成１９年５月期 ４５７万００００円 

上記金額は、平成１９年５月期法人税更正処分に基づき新たに納付すべき税額４５７０万円に国

税通則法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

(4) 本件法人税各賦課決定処分の適法性 

 被告が、本件訴訟において主張する原告の本件各事業年度の法人税の過少申告加算税の各金額は、

上記(3)で述べたとおりであり、本件法人税各賦課決定処分における過少申告加算税の各金額（別表

１及び２の各「更正処分」欄参照）は、これと同額であるから、本件法人税各賦課決定処分はいずれ

も適法である。 
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（別紙３） 

本件消費税等更正処分等の根拠及び適法性 

(1) 本件消費税等更正処分の根拠 

 被告が、本件訴訟において主張する原告の本件課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべ

き税額は、それぞれ別表６のとおりであり、各項目の金額は次に述べるとおりである。 

ア 課税標準額 １億２４３８万４０００円 

上記金額は、原告が平成１８年７月３１日に処分行政庁に提出した本件課税期間の消費税等の確

定申告書（以下「本件消費税等確定申告書」という。）の「課税標準額」欄に記載された金額と同

額である。 

イ 課税標準額に対する消費税額 ４９７万５３６０円 

上記金額は、前記アの金額に、税率１００分の４（消費税法２９条）を乗じて算出した金額であ

り、本件消費税等確定申告書の「消費税額」欄に記載された金額と同額である。 

ウ 控除対象仕入税額 １９６万２７０１円 

上記金額は、原告の本件課税期間における消費税法３０条２項及び同条６項に規定される課税売

上割合が１００分の９５に満たないところ、別紙２(1)ア(ア)ｂで述べた本件株式譲渡に係る対価

の額１０億５４４５万１６３２円及び原告が本件課税期間内において譲渡した株式の譲渡価額３

億３４０４万７２００円との合計額１３億８８４９万８８３２円を消費税法３０条６項及び同法

施行令４８条（平成１８年政令第１２９号による改正前のもの。）に規定される課税売上割合の計

算において、資産の譲渡等の額に、有価証券等の譲渡としてその１００分の５に相当する金額６９

４２万４９４１円及び貸付金の対価の額（受取利息）１９３万５６４３円を加え、非課税売上に該

当する駐車場賃貸収入の額１７万９００３円を減算して同割合を算出し、その算出された同割合に

基づき消費税法３０条２項２号の規定を適用して算出した控除対象仕入税額の金額である（別表５

の⑩欄参照）。 

エ 差引税額 ３０１万２６００円 

上記金額は、前記イの金額から上記ウの金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）である。 

オ 確定申告に係る消費税額 ２０３万５８００円 

 上記金額は、本件消費税等確定申告書に記載された差引税額である。 

カ 差引納付すべき消費税額 ９７万６８００円 

上記金額は、前記エの金額から上記オの金額を控除した金額であり、本件消費税等更正処分によ

り新たに納付すべき消費税額である。 

キ 地方消費税の課税標準額 ３０１万２６００円 

上記金額は、地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づき、前記イの金額から

前記ウの金額を控除した金額である。 

ク 譲渡割額 ７５万３１００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、上記キの金額に税率１００分の２５を乗じ

て算出した金額（地方税法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨

てた後の金額。）である。 

ケ 確定申告に係る譲渡割額 ５０万８９００円 

上記金額は、本件消費税等確定申告書に記載された譲渡割額である。 
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コ 差引納付すべき譲渡割額 ２４万４２００円 

 上記金額は、前記クの金額から上記ケの金額を控除した金額である。 

サ 差引納付すべき消費税等の額 １２２万１０００円 

 上記金額は、前記カの金額と上記コの金額の合計額であり、本件消費税等更正処分により新たに

納付すべき消費税額と譲渡割額の合計額である。 

(2) 本件消費税等更正処分の適法性 

 本件訴訟において、被告が主張する原告の本件課税期間における納付すべき消費税額及び地方消費

税の譲渡割額は、上記(1)で述べたとおりであり、本件消費税等更正処分における原告の納付すべき

消費税額及び地方消費税の譲渡割額は、それと同額であるから、本件消費税等更正処分は適法である。 

(3) 本件消費税等賦課決定処分の根拠 

 上記(2)のとおり、本件消費税等更正処分はいずれも適法であるところ、本件消費税等更正処分に

より新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、本件消費税等更正処分前における税額

の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは

認められない。 

 したがって、原告の本件課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は、本件消費税等更正処分

に基づき新たに納付すべき税額１２２万円に対して、国税通則法６５条１項の規定を適用し、１００

分の１０の割合を乗じて算出した金額１２万２０００円となる。 

(4) 本件消費税等賦課決定処分の適法性 

 本件訴訟において、被告が主張する原告の本件課税期間の消費税等の過少申告加算税の額は、上記

(3)で述べたとおりであり、本件消費税等賦課決定処分における過少申告算税の額は、これと同額で

あるから、本件消費税等賦課決定処分は適法である。 
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別表１ 平成18年５月期の法人税に関する経緯 （単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 
法人税額 

還付所得税額 
差引納付すべき

法人税額 
過少申告加算税

確 定 申 告 平成18年7月31日 -13,104,310 － 4,038,950 － －

更 正 処 分 平成21年3月31日 885,084,506 269,685,400 － 273,724,300 41,033,000

審 査 請 求 平成21年5月29日 -13,062,872 － 4,038,950 － －

審 査 裁 決 平成22年5月21日 棄却 

 

別表２ 平成19年５月期の法人税に関する経緯 （単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 
法人税額 

還付所得税額 
差引納付すべき

法人税額 
過少申告加算税

確 定 申 告 平成19年7月31日 574,205,355 － 18,501,906 － －

更 正 処 分 平成21年3月31日 105,922,204 27,206,700 － 45,708,600 4,570,000

審 査 請 求 平成21年5月29日 574,210,237 － 18,501,006 － －

審 査 裁 決 平成22年5月21日 棄却 

 

別表３ 本件課税期間の消費税等に関する経緯 （単位：円） 

区分 

項目 
確定申告 更正処分 異議申立て みなす審査請求 審査裁決 

年月日 平成18年7月31日 平成21年3月31日 平成21年5月29日 平成21年7月21日 平成22年5月21日 

課 説 標 準 額 124,384,000 124,384,000 124,384,000

消 費 税 額 4,975,360 4,975,360 4,975,360

控 除 税 額 2,939,530 1,962,701 2,603,510

納 付 す べ き 
消 費 税 額 

2,035,800 3,012,600 2,371,800

中間納付税額 922,900 922,900 922,900

納 付 税 額 1,112,900 2,089,700 1,448,900

譲 渡 割 額 508,900 753,100 592,900

中 間 納 付 
譲 渡 割 額 

230,700 230,700 230,700

納付譲渡割額 278,200 522,400 362,200

過少申告加算税 － 122,000 42,000

左記異議申立て

は国税通則法89

条１項の規定に

より審査請求に

移行 

棄却 
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別表４～６及び別表７～１４－２ 省略 
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（別紙４） 

原告の納付すべき税額等 

(1) 法人税について 

 原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき税額は、それぞれ別表７のとおりで

あり、各項目の金額は次に述べるとおりである。 

ア 平成１８年５月期 

(ア) 所得金額 ８億８５８８万３７２９円 

 上記金額は、次のａの金額にｂ及びｃの金額を加算し、ｄの金額を減算した金額である。 

ａ 申告所得金額 △１３１０万４３１０円 

 上記金額は、平成１８年５月期法人税確定申告書に記載された所得金額である。 

ｂ 有価証券の譲渡益の計上漏れ ８億９９３６万８３７８円 

 上記金額は、本件株式譲渡価額１０億５４２８万２０４４円と本件端株の譲渡対価の額１６

万９５８８円（端株の譲渡対価の額１６万７７００円と本件端数株式の譲渡対価の額１８８８

円との合計額）との合計額１０億５４４５万１６３２円から、その譲渡した株式の原価と認め

られる額１億５５０８万３２５４円を差し引いた金額であり、法人税法６１条の２第１項の規

定により平成１８年５月期の益金の額に算入される。 

ｃ 交際費等の損金不算入額 ３万９６６１円 

上記金額は、原告が確定した決算において計上した交際接待費の額１８７万４２２９円と本

件課税期間の課税売上割合の減少に伴い増加した控除対象外消費税額等の額のうち交際費等

に係るものの額２万１５２８円（別表１０の⑯欄参照）との合計額１８９万５７５７円を基に、

措置法６１条の４の規定により再計算し、新たに算出された金額であり（別表１１の⑧欄参照）、

損金の額に算入されない。 

ｄ 雑損失として損金の額に算入される金額 ４２万円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 控除対象外消費税額等に係る損金算入額 １８万８３６５円 

上記金額は、当裁判所の認定による控除対象外消費税額等の額９７万０６０８円と原告が

平成１８年５月期において損金の額に算入した控除対象外消費税額等の額７８万２２４３

円との差額であり、雑損失として損金の額に算入される金額である（別表１０の⑪ないし⑬

欄参照）。 

(b) 当裁判所の認定により増加する雑損失の額 ２３万１６３５円 

上記金額は、当裁判所の認定により増加する消費税等の額４２万円と同認定によって増加

する控除対象外消費税額等の額１８万８３６５円との差額であり、雑損失として損金の額に

算入される金額である。 

(イ) 所得金額に対する法人税額 ２億６５１２万４９００円 

上記金額は、上記(ア)の所得金額に法人税法６６条に定める税率（ただし、平成１８年法律第

１０号による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽

減措置に関する法律１６条１項を適用した後のもの。）を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 課税留保金額に対する法人税額 ２７３３万２０００円 

 上記金額は、平成１８年５月期法人税確定申告書に記載された留保所得金額△９６４７万５９

５１円と平成１８年５月期法人税確定申告書上誤って留保所得金額から減算されていた平成１
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８年５月期の利益処分による配当金額１億円との合計額３５２万４０４９円に、前記(ア)ｂの金

額８億９９３６万８３７８円を加算し、同(ア)ｄの金額４２万円を減算して算出した９億０２４

７万２４２７円が原告の留保所得金額となるところ、当該金額につき法人税法６７条及び国税通

則法１１８条１項の各規定に基づき算出した課税留保金額１億６９１６万円に対し、法人税法６

７条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である（別表９のい欄参照）。 

(エ) 法人税額から控除される所得税額等 ４０３万８９５０円 

上記金額は、法人税法６８条１項の規定により所得に対する法人税の額から控除される金額で

ある。 

(オ) 納付すべき税額 ２億８８４１万７９００円 

 上記金額は、前記(イ)及び(ウ)の合計金額から上記(エ)の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。以下同じ。）であ

る。 

(カ) 還付所得税額 ４０３万８９５０円 

 上記金額は、平成１８年５月期法人税確定申告書に記載された還付所得税額の金額である。 

(キ) 差引納付すべき税額 ２億９２４５万６８００円 

 上記金額は、前記(オ)の金額と上記(カ)の金額を合計した金額である。 

イ 平成１９年５月期 

(ア) 所得金額 １億０５７１万９３３３円 

 上記金額は、次のａの金額にｂないしｇの金額を加算し、ｈないしｋの金額を減算した金額で

ある。 

ａ 申告所得金額 ５億７４２０万５３５５円 

 上記金額は、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載された所得金額である。 

ｂ 有価証券の譲渡損の計上過大額 １億１４３４万００７４円 

上記金額は、原告が、本件株式譲渡に係る譲渡損として、平成１９年５月期の損金の額に算

入した金額であり、本件合意書に基づきＢから受領した本件株式譲渡価額のうち原告が法人税

法（平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下イにおいて同じ。）２４条１項４号所定

の配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円を控除した後の金

額４０７４万３１８０円から、原告が有していた本件Ｂ株式の帳簿価額１億５５０８万３２５

４円を減算して算出したものであるが、前記ア(ア)ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が行われ

たのは平成１８年５月期においてであるから、上記金額は平成１９年５月期の損金の額に算入

されない。 

ｃ 受取配当等の益金不算入額の過大額 ５億０６６４万７１６１円 

 上記金額は、原告が、平成１９年５月期において、益金不算入の対象となる受取配当等の金

額を１０億６５００万７８６２円として法人税法２３条１項に基づき算出した益金不算入額

５億２８３１万３０８１円と、上記受取配当等の金額から原告が法人税法２４条１項４号所定

の配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円を控除した金額５

１４６万８９９８円を受取配当等の金額として再計算して算出した益金不算入額２１６６万

５９２０円（別表１３の⑫欄参照）との差額であるところ、前記ｂで述べたとおり、本件株式

譲渡が行われたのは平成１８年５月期においてであり、本件みなし配当額について受取配当金

の益金不算入規定の適用要件を満たしていないから、上記金額は平成１９年５月期の益金の額
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に算入される。 

ｄ 租税公課の計上過大額 ２億０２７０万７７７２円 

 上記金額は、原告が配当等の額とみなす金額であるとした金額１０億１３５３万８８６４円

に対して課される所得税額に該当するとして、租税公課として損金の額に算入した金額である

が、前記ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が行われたのは平成１８年５月期においてであり、

かつ、平成１９年５月期において所得税法２２２条の規定による支払の請求に基づく支払がさ

れていないため、平成１９年５月期の損金の額に算入されない。 

ｅ 交際費等の損金不算入額 ４６９７円 

 上記金額は、原告が確定した決算において計上した交際接待費の額２９６万５６６３円と平

成１９年５月課税期間の課税売上割合の減少に伴い増加した控除対象外消費税額等の額のう

ち交際費等に係るものの額４万６９６２円（別表１０の⑯欄参照）との合計額３０１万２６２

５円を基に、措置法６１条の４の規定により再計算し、新たに算出された金額であり（別表１

１の⑧欄参照）、損金の額に算入されない。 

ｆ 雑収入の計上漏れ １８５円 

 上記金額は、平成１９年５月課税期間の消費税等に係る当裁判所の認定により増加した控除

対象外消費税額等の額３万６３８５円と同認定により増加する納付すべき消費税等の額３万

６２００円との差額であり、雑収入として益金の額に算入される。 

ｇ 欠損金額の当期控除額過大 １３１０万４３１０円 

 上記金額は、原告が前期から繰り越された欠損金額として損金の額に算入した金額であると

ころ、平成１８年５月期の法人税に係る当裁判所の認定により、上記の前期から繰り越された

欠損金額は０円となるので、平成１９年５月期の損金の額に算入されない。 

ｈ 受取配当の過大計上額 １０億１３５３万８８６４円 

 上記金額は、本件株式譲渡価額のうち、配当等とみなされる部分の金額として、益金の額に

算入した金額であり、前記ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が行われたのは平成１８年５月期

においてであるから、平成１９年５月期の益金の額に算入されない。 

ｉ 雑損失として損金の額に算入される金額 ３万６３８５円 

 上記金額は、平成１９年５月課税期間の消費税等に係る当裁判所の認定により生じた控除対

象外消費税額等の額１６２万２３７３円と原告が平成１９年５月期において損金の額に算入

した控除対象外消費税額等の額１５８万５９８８円との差額であり、雑損失として損金の額に

算入される（別表１０の⑪ないし⑬欄参照）。 

ｊ 事業税の損金算入額 ８９００万７２００円 

 上記金額は、平成１８年５月期の法人税に係る当裁判所の認定に伴い増加する事業税相当額

であり、平成１９年５月期の損金の額に算入される。 

ｋ 法人税額から控除される所得税額の過大額 ２億０２７０万７７７２円 

 上記金額は、原告が、法人税額から控除される所得税額として、平成１９年５月期の所得金

額に加算した金額２億０６６３万７６０６円のうち、本件株式譲渡価額のうち配当等の額とみ

なす金額とした金額に対応する部分の金額であるが、前記ｂで述べたとおり、本件株式譲渡が

行われたのは平成１８年５月期においてであり、かつ、平成１９年５月期において所得税法２

２２条の規定による支払の請求に基づく支払がされていないから、所得金額に加算されないも

のである。 
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(イ) 所得金額に対する法人税額 ３１０７万５７００円 

 上記金額は、上記(ア)の所得金額に法人税法６６条に定める税率を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 課税留保金額に対する法人税額 ０円 

上記金額は、法人税法６７条及び国税通則法１１８条１項の各規定に基づき計算したものであ

り、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載された留保所得金額８億１０４２万７５２４円に、

前記(ア)ｂ、ｄ及びｆの金額を加算し、同(ア)ｈないしｊの金額を減算して算出した２４８９万

３１０６円から、法人税額及び住民税額の減算等を行って算出した当期留保金額が△８６８万５

４２９円となることに伴い（別表９の⑦欄参照）、０円となったものである。 

(エ) 法人税額から控除される所得税額等 ３９２万９８３４円 

上記金額は、原告が法人税法６８条１項の規定により所得に対する法人税の額から控除される

金額とした２億０６６３万７６０６円から、前記(ア)ｋの金額２億０２７０万７７７２円を控除

した金額である。 

(オ) 納付すべき税額 ２７１４万５８００円 

上記金額は、前記(イ)及び(ウ)の合計額から上記(エ)の金額を差し引いた金額である。 

(カ) 還付所得税額 １８５０万１９０６円 

上記金額は、平成１９年５月期法人税確定申告書に記載された還付所得税額である。 

(キ) 差引納付すべき税額 ４５６４万７７００円 

 上記金額は、前記(オ)の金額と上記(カ)の金額の合計額である。 

(2) 法人税の過少申告加算税について 

 上記(1)のとおり、当裁判所の認定により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、

当裁判所の認定前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４

項にいう正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、原告の本件各事業年度の法人税に係る過少申告加算税の各金額は次のとおりとなる。 

ア 平成１８年５月期 ４３８４万２５００円 

上記金額は、次の(ア)及び(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 当裁判所の認定により原告が新たに納付すべきこととなる税額２億９２４５万円（国税通則

法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）に１

００分の１０の割合（平成１８年法律第１０号による改正前の国税通則法６５条１項）を乗じて

算出した金額２９２４万５０００円 

(イ) 当裁判所の認定により原告が新たに納付すべきこととなる税額２億９２４５万円のうち国

税通則法６５条３項に規定する期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのいずれか多い金

額である５０万円を超える部分の額２億９１９５万円に対して１００分の５の割合（国税通則法

６５条２項）を乗じて算出した金額１４５９万７５００円 

イ 平成１９年５月期 ４５６万４０００円 

上記金額は、当裁判所の認定により原告が新たに納付すべきこととなる税額４５６４万７７００

円に国税通則法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

(3) 消費税等について 

 原告の本件課税期間及び平成１９年５月課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税

額は、それぞれ別表１２のとおりであり、各項目の金額は次に述べるとおりである。 

ア 本件課税期間 
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(ア) 課税標準額 １億２４３８万４０００円 

 上記金額は、本件消費税等確定申告書の「課税標準額」欄に記載された金額と同額である。 

(イ) 課税標準額に対する消費税額 ４９７万５３６０円 

上記金額は、前記(ア)の金額に、税率１００分の４（消費税法２９条）を乗じて算出した金額

であり、本件消費税等確定申告書の「消費税額」欄に記載された金額と同額である。 

(ウ) 控除対象仕入税額 ２６０万３５１１円 

 上記金額は、原告の本件課税期間における消費税法３０条２項及び同条６項に規定する課税売

上割合が１００分の９５に満たないところ、同項及び消費税法施行令４８条に規定する課税売上

割合の計算において、資産の譲渡等の額に、原告が本件課税期間内において譲渡した株式の譲渡

価額３億３４０４万７２００円の１００分の５に相当する金額１６７０万２３６０円及び貸付

金の対価の額（受取利息）１９３万５６４３円を加算し、非課税売上に該当する駐車場賃貸収入

の額１７万９００３円を減算して同割合を算出し、その算出された同割合に基づき消費税法３０

条２項２号の規定を適用して算出した控除対象仕入税額の金額である（別表１０の⑩欄参照）。 

(エ) 納付すべき消費税額 ２３７万１８００円 

上記金額は、前記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項の

規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）である。 

(オ) 確定申告に係る消費税額 ２０３万５８００円 

上記金額は、本件消費税等確定申告書に記載された差引税額である。 

(カ) 差引納付すべき消費税額 ３３万６０００円 

上記金額は、前記(エ)の金額から上記(オ)の金額を控除した金額であり、当裁判所の認定によ

り新たに納付すべき消費税額である。 

(キ) 地方消費税の課税標準額 ２３７万１８００円 

上記金額は、地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づき、前記(イ)の金額

から前記(ウ)の金額を控除した金額である。 

(ク) 納付すべき譲渡割額 ５９万２９００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、上記(キ)の金額に税率１００分の２５を

乗じて算出した金額（地方税法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数金額を

切り捨てた後の金額。）である。 

(ケ) 確定申告に係る譲渡割額 ５０万８９００円 

上記金額は、本件消費税等確定申告書に記載された譲渡割額である。 

(コ) 差引納付すべき譲渡割額 ８万４０００円 

上記金額は、前記(ク)の金額から上記(ケ)の金額を控除した金額である。 

(サ) 差引納付すべき消費税等の額 ４２万円 

上記金額は、前記(カ)の金額と上記(コ)の金額の合計額であり、当裁判所の認定により新たに

納付すべき消費税額と譲渡割額の合計額である。 

イ 平成１９年５月課税期間 

(ア) 課税標準額 １億４６０９万２０００円 

 上記金額は、原告が平成１９年７月３１日に処分行政庁に提出した平成１９年５月課税期間の

消費税等の確定申告書（以下「平成１９年５月課税期間確定申告書」という。）の「課税標準額」

欄に記載された金額と同額である。 
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(イ) 課税標準額に対する消費税額 ５８４万３６８０円 

上記金額は、前記(ア)の金額に、税率１００分の４（消費税法２９条）を乗じて算出した金額

であり、平成１９年５月課税期間消費税等確定申告書の「消費税額」欄に記載された金額と同額

である。 

(ウ) 控除対象仕入税額 ２８０万０１８５円 

 上記金額は、原告の平成１９年５月課税期間における消費税法３０条２項及び同条６項に規定

する課税売上割合が１００分の９５に満たないところ、同項及び消費税法施行令４８条に規定す

る課税売上割合の計算において、資産の譲渡等の額に、原告が平成１９年５月課税期間内におい

て譲渡した株式の譲渡価額４３９３万７１２０円の１００分の５に相当する金額２１９万６８

５６円を加算して同割合を算出し、その算出された同割合に基づき消費税法３０条２項２号の規

定を適用して算出した控除対象仕入税額の金額である（別表１０の⑩欄参照）。 

(エ) 納付すべき消費税額 ３０４万３４００円 

上記金額は、前記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項の

規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。）である。 

(オ) 確定申告に係る消費税額 ３０１万４４００円 

上記金額は、本件消費税等確定申告書に記載された差引税額である。 

(カ) 差引納付すべき消費税額 ２万９０００円 

上記金額は、前記(エ)の金額から上記(オ)の金額を控除した金額であり、当裁判所の認定によ

り新たに納付すべき消費税額である。 

(キ) 地方消費税の課税標準額 ３０４万３４００円 

上記金額は、地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づき、前記(イ)の金額

から前記(ウ)の金額を控除した金額である。 

(ク) 納付すべき譲渡割額 ７６万０８００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、上記(キ)の金額に税率１００分の２５を

乗じて算出した金額（地方税法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数金額を

切り捨てた後の金額。）である。 

(ケ) 確定申告に係る譲渡割額 ７５万３６００円 

上記金額は、平成１９年５月課税期間消費税等確定申告書に記載された譲渡割額である。 

(コ) 差引納付すべき譲渡割額 ７２００円 

上記金額は、前記(ク)の金額から上記(ケ)の金額を控除した金額である。 

(サ) 差引納付すべき消費税等の額 ３万６２００円 

上記金額は、前記(カ)の金額と上記(コ)の金額の合計額であり、当裁判所の認定により新たに

納付すべき消費税額と譲渡割額の合計額である。 

(4) 消費税等の過少申告加算税について 

 上記(3)のとおり、当裁判所の認定により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、

本件消費税等更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６

５条４項にいう正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、原告の本件課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は、当裁判所の認定に基づ

き新たに納付すべき税額４２万円に対して、国税通則法６５条１項の規定を適用し、１００分の１０

の割合を乗じて算出した金額４万２０００円となる。 




